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川崎市総合計画 第３期実施計画 素案について 

川崎市総合計画は、本市がめざす都市像やまちづくりの基本目標を定めた「基本構
想」と、基本構想に定める５つの基本政策を体系的に推進するために政策の方向性を
明らかにする「基本計画」、これらのビジョン・方向性に基づき、中期の具体的な取組や目
標を定める「実施計画」で構成されています。令和３（2021）年度は、第２期実施
計画の最終年度となるため、令和４（2022）年度から令和７（2025）年度までの
４年間を計画期間とする第３期実施計画の策定に向けて、取組を進めています。 

 
これまで、令和３（2021）年 8 ⽉に「川崎市総合計画 第３期実施計画 基本

的な考え方」を公表するなど、実施計画の策定に向けて検討を進め、この度、「川崎市
総合計画 第３期実施計画 素案」を取りまとめました。 

 
この素案については、今後、パブリックコメントや市⺠説明会、各種団体等への出前説

明会、市議会における議論等、市⺠の皆様の御意⾒をしっかりと踏まえるとともに、持続
可能な⾏財政運営を可能とする「⾏財政改⾰第３期プログラム」の検討と連携しながら、
実施計画策定に向けて更なる検討を進め、令和４（2022）年 2 ⽉に「第３期実施
計画 案」をとりまとめ、令和４（2022）年 3 ⽉中に計画を策定します。 

 

御意⾒の募集について 
１ 募集期間 
 令和３年 11 ⽉ 27 ⽇（⼟）から 12 ⽉ 27 ⽇（⽉）まで 

２ 御意⾒の提出⽅法 
 以下のいずれかの方法で御意⾒をお寄せください。なお、書式は⾃由ですが、巻末に「意⾒書」を添
付してありますので御利⽤ください。 

○ ＦＡＸ、郵送、持参による提出 
ＦＡＸ︓044-200-0401 

     郵送先︓〒210-8577 川崎市川崎区宮本町 1 番地 
   （持参先）総務企画局 都市政策部 企画調整課 
         〒210-0005 川崎市川崎区東田町 5-4 

川崎市役所第３庁舎 ５階 
○ インターネットによる提出 

市のホームページ（「意⾒を募集している政策等」のページ）から意⾒の   
 提出が可能です。アドレスは次のとおりです。 

    https://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/170/0000134292.html 

市⺠説明会の開催について 
「第３期実施計画 素案」及び「⾏財政改⾰第３期プログラム 素案」について、内容の説明や質

疑応答を⾏うため、市⺠説明会を開催します。会場への参加は申込が必要です。また、事前に質疑
応答のための質問を募集します。（詳細は巻末をご覧ください。） 

 
⽇ 時︓令和３年 12 ⽉ 18 ⽇（⼟） 14 時 00 分〜16 時 30 分 
場 所︓中原区役所 ５階会議室 

↓こちらからもアクセスできます。 
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る予定です。
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１ 総合計画の趣旨 
川崎市総合計画（平成 28（2016）年 3 ⽉策定）は、⼦どもたちの笑顔があふれ、⾼齢者や障害者

等、誰もが社会に貢献しながら生きがいを持つことができ、産業都市として⼒強く発展し続ける、そのような成⻑
と成熟が調和し、誰もが幸せを感じられる川崎をめざし、「安心のふるさとづくり(成熟)」と「⼒強い産業都市づく
り(成⻑)」の調和により、市政をバランスよく進めるために、策定したものです。 

この計画の趣旨に基づき、『成⻑と成熟の調和による持続可能な最幸
※

のまち かわさき』の実現をめざします。 
 
※「最幸」とは…川崎を幸せのあふれる「最も幸福なまち」にしていきたいという思いを込めて使⽤しています。 

 

２ 計画の構成 
総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の3 層構造としており、実施計画のローリングにより、

社会経済状況の変化等に柔軟に対応していきます。 
また、基本構想に掲げるめざす都市像等を実現するために、中⻑期的な課題等を踏まえて、「成⻑」と「成

熟」のまちづくりに向けて、効果的な取組の考え方を明らかにする「かわさき 10 年戦略」を設定し、戦略的にまち
づくりを進めていきます。 

なお、総合計画に掲げるめざす都市像等については、急速な少⼦⾼齢化や⼈⼝減少に⻭⽌めをかけ、将
来にわたって活⼒ある⽇本社会の維持をめざす地方創生の考え方と重なることから、第３期実施計画は「川崎
市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を兼ねるものとします。 
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３ 計画期間 
「基本構想」は、今後 30 年程度を展望し、本市がめざす都市像や、まちづくりの基本目標、5 つの基本政

策を定めるものです。 
「基本計画」は、今後概ね 10 年間を対象として、「基本構想」に定める 5 つの基本政策を体系的に推進す

るために、23 の政策及び、その方向性を明らかにするものです。 
「実施計画」は、これらのビジョン・方向性に基づき、中期の具体的な取組を定めるもので、第３期実施計画

の計画期間は令和 4（2022）年度から令和 7（2025）年度の４か年となります。 
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４ 基本構想で掲げる「めざす都市像」及び「まちづくりの基本目標」等 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 生命を守り生き
生きと暮らすこと
ができるまちづくり

1 災害から生命を
守る

2 安全に暮らせる
まちをつくる

3 水の安定した
供給・循環を
支える

4 誰もが安心して
暮らせる地域の
つながり・しくみ
をつくる

5 確かな暮らしを
支える

6 市民の健康を
守る

2 子どもを安心して
育てることのできる
ふるさとづくり

1 安心して子育て
できる環境を
つくる

2未来を担う人材
を育成する

3 生涯を通じて
学び成長する

3 市民生活を豊か
にする環境づくり

1 環境に配慮した
しくみをつくる

2 地域環境を守る

3 緑と水の豊かな
環境をつくりだす

4 活力と魅力あふ
れる力強い都市
づくり

1 川崎の発展を
支える産業の
振興

2 新たな産業の
創出と革新的な
技術による生活
利便性の向上

3 生き生きと働き
続けられる環境
をつくる

4 臨海部を活性化
する

5 魅力ある都市
拠点を整備する

6 良好な都市環境
の形成を推進
する

7 総合的な交通
体系を構築する

8 スポーツ・文化
芸術を振興する

9 戦略的なシティ
プロモーション

5 誰もが生きがいを
持てる市民自治の
地域づくり

1 参加と協働に
より市民自治を
推進する

2 人権を尊重し
共に生きる社会
をつくる

５つの基本政策と 23 の政策 

※「最幸」とは‥川崎を幸せのあふれる
「最も幸福なまち」にして
いきたいという思いを込
めて使⽤しています。 

基 

本 

計 

画 

まちづくりの基本目標 

「安心のふるさとづくり」            「力強い産業都市づくり」  

※23 の政策の下に、「実施計画」に位置づけられた 74 の「施策」と約 570 の「事務事業」が連なります。 

政 策 体 系 

基 

本 

構 

想 
めざす都市像 

「成長と成熟の調和による持続可能な最幸のまち かわさき」 
※ 
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５ これまでの進⾏管理・評価を踏まえた施策の推進 
総合計画における進⾏管理の考え方（「Ⅳ 進⾏管理と評価」参照）に基づき、第１期実施計画策定以

降、第１期実施計画（平成 28（2016）から平成 29（2017）年度）の総括評価及び第２期実施計
画（平成 30（2018）から令和 3（2021）年度）の中間評価を実施しました。 

第３期実施計画では、川崎市政策評価審査委員会による審議結果を含め、これまでの施策・事務事業に
関する評価結果を踏まえて、達成状況等を適切に把握・分析した上で、課題や改善点を明確化し、それらを
計画の策定に着実に反映するなど、より効率的・効果的な取組を推進します。 

 
（１）これまでの施策の評価結果の概要 
 

①施策の進捗状況 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
第１期実施計画及び第２期実施計画における 73 の施策について、成果指標の多くが目標を達成して

いる「A.順調に推移している施策」と、目標未達成のものがあるが⼀定の進捗があった「B.⼀定の進捗がある
施策」を合わせた割合は、それぞれ 90％を超えており、これまで概ね順調に進捗しています。 

なお、「C.進捗が遅れている施策」としては、配下の事務事業のうち、複数の事業に遅れが⾒られたものな
どがありました。また、第２期実施計画の中間評価では、令和元年東⽇本台⾵や新型コロナウイルス感染
症の影響などもあり、成果指標が第１期実施計画策定時を下回ったものなどがありました。 

 
②施策に設定した成果指標の達成状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「指標達成度区分 a と b」を合わせた割合は、第１期実施計画総括評価時は 76.4％、第２期実施計

画中間評価時は 76.6％となっています。第１期実施計画策定時（又は個別設定値）を下回ったなど、
目標を達成していない指標については、その原因はさまざまであることから、原因分析の結果を踏まえて取組
を改善することで、第 3 期実施計画では、引き続き目標達成に向けて取組を進めていきます。 

 

23
31.5%

44
60.3%

6
8.2%

A.順調に推移している

B.⼀定の進捗がある

C.進捗は遅れている

施策数
73

22
30.1%

48
65.8%

3
4.1%

A.順調に推移している

B.⼀定の進捗がある

C.進捗は遅れている

施策数
73

48.2%

28.4%

20.6%

2.8%

a

b

c

指標数
218

(231)

d

55.5%

20.9%

20.4%

3.1%

a

b

c

指標数
191

(214)

d

第１期実施計画総括評価 第 2 期実施計画中間評価 

第 2 期実施計画中間評価 第１期実施計画総括評価 

※ 評価時点で達成度が出ない指標を除いたもの。括弧内は全体指標数。 

ａ︓目標値以上                         ｂ︓１期策定時（又は個別設定値）以上〜目標値未満 
ｃ︓目標達成率 60％以上〜１期策定時（又は個別設定値）未満       ｄ︓目標達成率 60％未満 
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（２）川崎市政策評価審査委員会による審議結果（外部評価）の概要 

川崎市政策評価審査委員会では、総合計画における重要な政策等の評価に関して、施策の進捗状況
等の確認が必要な施策等を選定し、領域別に分けた部会の中で、市⺠目線・専⾨的視点により、市の内
部評価結果の妥当性等について、重点的に審議をしています。第１期実施計画総括評価及び第２期実
施計画中間評価にあたり選定したそれぞれ 12 の施策（合計 24 施策）について、委員会で審議を⾏った
結果、市の内部評価結果は妥当と判断されるとともに、審議対象施策それぞれに対して、今後より効果的
に施策を推進していくための意⾒が出されています。 

また、第１期実施計画総括評価及び第２期実施計画中間評価全体を通しては、⼀部の施策において、
成果指標の実績が第１期実施計画策定時を下回るものや、取組に遅れが生じているものが⾒受けられた
ものの、多くの施策については、成果指標の実績値が掲げた目標に向かって⼀定進捗していると認められると
ともに、委員会として総括意⾒がとりまとめられています。 

本市では、委員会の意⾒等を⼗分尊重し、第３期実施計画策定等に反映するとともに、今後の取組改
善に積極的に活⽤します。 

 
   

   

   

 

 

•⽇常業務を⾏っている中での気づきを成果指標や取組の不断の⾒直しにつなげていくなど、⽇頃か
ら改善を意識して取り組む必要がある。

•施策横断的な視点を持って組織間や施策間での横の連携を⼀層深め、より効果的に取組を進め
る必要がある。

成果指標の⾒直し及び横断的な連携の強化

•計画策定時の現状値から下がった、又は目標値に達していない成果指標について、原因分析を
⾏い、課題を明確化し、今後の取組改善につなげるなど、効果的にPDCAサイクルが機能する進
⾏管理・評価としていくことを強く望む。

成果指標の達成状況を踏まえた課題の明確化

•外部要因による影響が大きい成果指標があるため、必要に応じて安定的に把握できる指標を設
定するなどの工夫を望む。

•外部要因の影響が大きい成果指標を設定する際には、あらかじめ市の実施した取組による影響は
どの範囲なのかを⼗分検討する必要がある。

•成果指標の目標値については、目標達成に向けてのプロセスや取組の到達点を具体的にイメージ
できるように設定する必要がある。

市の取組による成果の的確な把握

•施策の直接目標に密接に関連している成果指標の達成度をより重視するなど、各成果指標の施
策への貢献度を勘案する必要がある。

•施策の効果測定の精度をより向上させるため、達成度の判定に際して⼀定の幅を設けるなど、より
実態に即した評価が可能となるよう評価手法を検討することを望む。

施策の効果測定における精度の向上

•新たに生じた課題に対応するなど、より効果的な進⾏管理のしくみとするための改善を継続すること
を望む。

第１期実施計画の総括評価を踏まえた評価手法の改善

川崎市政策評価審査委員会 第１期実施計画 総括評価 総括意⾒ 概略 
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（３）これまでの進⾏管理・評価を踏まえた対応の考え⽅ 

総合計画では、目標とその成果をしっかりと可視化することで、課題や改善点を明確化し、PDCA サイクル
がより⼀層効果的に機能するように進⾏管理を⾏っています。 

第３期実施計画では、川崎市政策評価審査委員会による審議結果を含め、これまでの施策・事務事
業に関する評価結果を踏まえて、達成状況等を適切に把握・分析した上で、課題や改善点を明確化し、そ
れらを計画に着実に反映するなど、より効率的・効果的な取組を推進します。 

また、第３期実施計画では、より適切な施策の達成状況の把握・評価に向けて、各施策について、直接
目標や施策の方向性に⼀層合致した指標構成となるよう、成果指標の追加を⾏うなど、進⾏管理における
施策の効果測定の精度向上を図っており、効果的に施策を推進します。 

さらに、これまでの政策に関する市⺠の実感指標の達成状況等を踏まえ、市⺠の実感指標の目標値につ
いて、⾒直しを⾏っており、市⺠目線での施策等の⼀層の推進につなげます。 

なお、進⾏管理・評価を⾏う中で、計画策定後に発生した社会環境や都市環境の変化等による影響が
大きく、必要やむを得ない場合については、取組の⾒直しや指標の追加等の対応を図ります。 

  

•第２期実施計画で設定した施策の成果指標について、市の取組の効果を測定する上で課題の
ある成果指標が設定されている施策が⾒受けられるため、第３期実施計画策定に向けて、成果
指標を改めて点検し、より適切に幅広く施策の効果を評価できる指標設定となるよう⾒直しを図
る必要がある。

•⼈々の価値観や社会のあり方などに多様化や変化が⾒られる施策については、それに対応した指
標設定について検討していく必要がある。

•既に第３期実施計画の目標値を上回っている成果指標の目標値についても合わせて検討する
必要がある。

第３期実施計画の成果指標の⾒直しによる施策の効果測定の精度向上

•設定した成果指標による評価だけにこだわることなく、新たな取組や創意工夫による改善などの効果
を定性的な成果等として、これまで以上に幅広く捉え、総合的に施策を評価していく必要がある。

定性的な成果の幅広い把握によるより適切な評価の実施

•成果指標等の達成状況を詳細に分析し、目標を達成できた要因やできなかった要因を明確にし、
取組がより効果的なものとなるよう更なる改善につなげていく必要がある。

取組の改善に向けたより詳細な成果分析の実施

•施策によっては、新型コロナウイルス感染拡大防⽌のための「新しい生活様式」の定着や⾏動変
容等による影響を大きく受けることが想定されるため、社会動向を⼗分⾒極めながら、的確に対応
していくことを望む。

•イベント参加者数や施設入場者数など⼈が集うことや来場を前提とした視点での成果指標以外
の新たな指標を設定するなど、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた施策の方向性に合致
した目標設定になるよう検討していく必要がある。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた今後の的確な対応

第３期実施計画の策定に向けて、現在設定している成果指標を改めて点検するとともに、定性的な成果を幅広く
捉えることで、施策全体をより適切に評価していくなど、より効果的な評価のしくみとなるよう更に改善を図っていくことを期
待する。 

川崎市政策評価審査委員会 第２期実施計画 中間評価 総括意⾒ 概略 
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６ 計画策定にあたっての基本認識 
総合計画では、「将来を⾒据えて乗り越えなければならない課題」にいち早く対応するとともに、「積極的に活

⽤すべき川崎のポテンシャル」を最大限に活⽤し、「新たな飛躍に向けたチャンス」を的確に捉え、取組を進める
こととしています。 

第３期実施計画では、継続した課題を改めて整理するとともに、社会状況の不確実性が⾼まる中、「本市
を取り巻く急激な環境変化」を含め、これまでに生じた社会環境や都市環境の変化による新たな課題の状況を
分析した上で、課題に対応する取組を計画的に推進します。 

 
 

（１）本市を取り巻く急激な環境変化 
近年、本市を取り巻く環境は急激に変化しており、これを的確に捉えた取組を推進する必要があります。

主な環境変化としては、新型コロナウイルス感染症の影響、大規模⾃然災害の発生、脱炭素社会の実現
に向けた取組の進展及び社会のデジタル化の進展が挙げられますが、その他、「持続可能な開発目標
（SDGs）」の社会への浸透や、AI やビッグデータ、ロボット等の先端技術を活⽤する Society5.0 の進展
等の変化が生じています。 

 
① 新型コロナウイルス感染症の影響 

新型コロナウイルス感染症の影響は社会・経済の多方⾯に及んでおり、社会・経済活動の復興に向けた
取組が今後も引き続き重要となります。また、感染症の影響による社会変容を踏まえた、ウィズコロナ・ポスト
コロナの時代を⾒据えた取組が新たに求められています。これらの状況を踏まえた必要な取組を、スピード感
を持って進める必要があります。 
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② 大規模自然災害の発生 
近年、大規模⾃然災害のリスクが増大しており、令和元年東⽇本台⾵では本市も甚大な被害を受けま

した。従前から取り組んできた地震対策等に加えて、激甚化・頻発化する⾵水害に対しても、リスクを考慮し
つつ、被害を最⼩限に留めるために、ハード・ソフト両⾯から対策を進める必要があります。 
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③ 脱炭素社会の実現に向けた取組の進展 
世界的に温室効果ガス削減に向けた動きが急速に進んでいます。本市においても、令和 32（2050）

年の CO2 排出実質ゼロをめざす「脱炭素戦略（かわさきカーボンゼロチャレンジ 2050）（令和２（2020）
年 11 ⽉策定）」に基づき取組を推進していますが、今後、脱炭素化に向けた取組をさらに加速・強化して
いく必要があります。 
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④ 社会のデジタル化の進展 
新型コロナウイルス感染症の影響により、テレワークやオンライン会議の利⽤拡大など、社会のデジタル化に

向けた取組が急速に進んでいます。本市においても、デジタル化に向けた取組を着実に進める必要があります。 
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（２）将来を⾒据えて乗り越えなければならない課題 
 

① 少⼦⾼齢化の更なる進展、⼈⼝減少社会への転換、生産年齢⼈⼝の減少 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⽇本の⼈⼝について、国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所による平成 29（2017）年の⽇本の将来推

計⼈⼝では、総⼈⼝が減少局⾯に入っている状況にあり、平成 27（2015）年から平成 77（2065）
年にかけて、約 3,900 万⼈（約 30.7%）減少する⾒込みとなっています。 

⼀方、本市の⼈⼝について、令和３（2021）年に⾏った本市の将来⼈⼝推計では、少⼦⾼齢化がさ
らに進展し、令和 12（2030）年頃まで⼈⼝が増加した後、⼈⼝減少社会に転換する⾒込みとなってい
ます。 

その内容について、平成 29（2017）年に公表した前回の将来⼈⼝推計と⽐較すると、⼈⼝のピーク
の時期は変わりませんが、駅周辺を中心とした拠点開発の進捗等を要因として、⼈⼝ピーク値は約 1.6 万
⼈の増加となっています。また、年少⼈⼝は、令和２（2020）年頃を境に減少過程に移⾏していると想
定され、生産年齢⼈⼝は、令和７（2025）年頃まで増加を続け、その後減少過程に移⾏すると想定さ
れます。⽼年⼈⼝は、当⾯増加を続け、ピークは令和 32（2050）年頃と想定されます。 

基本構想で展望する 30 年間の⼈⼝構成等の主な変化としては、令和７（2025）年までの間に本
市でも「超⾼齢社会（⼀般的には 65 歳以上の⼈⼝⽐率が 21%を超えた状態とされています。）」が到
来するとともに、⼈⼝のピークとなる令和 12（2030）年を経て、令和 27（2045）年には現役世代が
約２⼈で 1 ⼈の⾼齢者を支える状況となることが⾒込まれます。 

また、本市の⼈⼝の転出入状況においては、20 代前後の若い世代の転入が大きく超過する⼀方で、⼦
育て世代は転出超過となっています。 

現状、全国的に⼈⼝が減少に転じる中、本市は⼈⼝の増加が続いていますが、将来⼈⼝推計では、少
⼦⾼齢化の進展、将来的な⼈⼝減少社会への転換、生産年齢⼈⼝の減少が予測されることから、今後
も、⾸都圏の中心に位置する⽴地優位性や交通利便性に加え、豊富な文化芸術資源や水と緑の豊かな
⾃然環境等を活かしながら、魅⼒と活⼒にあふれる暮らしやすいまちづくりに向けた取組等が求められていま
す。 

なお、本市の⼈⼝動向は、景気をはじめとする社会経済環境などの変化に強く影響を受けるとともに、新
型コロナウイルス感染症の影響をはじめとした今後の社会変容の予測が困難な状況であるため、中⻑期的
な将来⼈⼝については、今後も検証を⾏っていきます。 

 

〔本市の将来⼈⼝推計のポイント〕 

○令和２（2020）年以降・・・「年少⼈⼝が減少」 

○令和７（2025）年頃・・・・・これまでの間に「超⾼齢社会が到来」 

「生産年齢⼈⼝が減少へ」  

○令和 12（2030）年頃・・・・「本市の⼈⼝のピーク」 

「本市の⼈⼝が減少へ」 

○令和 27（2045）年頃・・・・「現役世代２⼈で 1 ⼈の⾼齢者を支える社会」  
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② ⾼齢者を取り巻く環境の変化 
 
 
 
 
 
 
本市⼈⼝の増加と平均寿命の伸⻑により、令和７（2025）年までの間に、⼈⼝の約 21％が 65 歳以

上となり「超⾼齢社会」を迎えると⾒込まれるなど、⾼齢者⼈⼝と⾼齢化率は引き続き増加・上昇傾向にあ
ります。 

さらに、ひとり暮らし⾼齢者、⾼齢者夫婦のみの世帯が、過去 25 年間で約４〜５倍、要介護・要支援
認定者については、令和７（2025）年までの６年間で 24.5%増加するなど、支援が必要となる⾼齢者
の増加が⾒込まれています。特に、⾼齢者は 80 歳を越えると、要介護・要支援認定を受ける割合が⾼くな
る傾向があり、本市は全国的な傾向よりも、65 歳以上の各年代において⾼い認定率となっています。また、
認知症⾼齢者数も増加しており、令和７（2025）年には 7 万⼈を超える⾒込みとなっています。 
このため、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる⾃助・互助・共助・公助のしくみづくり
の中で、新型コロナウイルス感染症の影響による社会変容を踏まえながら、生きがいや健康づくり、健康寿命
の延伸、要介護度の改善・維持に向けた取組を引き続き進めていくことが求められています。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるしくみづくりが必要 

○社会変容による新たなニーズを踏まえた⾼齢者の生きがいや健康づくりに向けたしくみや環境づくりが
必要 

○健康寿命の延伸と要介護度の改善・維持に向けた取組の推進が求められている 

令和７（2025）年には、いわゆる「団塊の世代」が 75 歳以上（後期⾼齢者）となり、全
国的に⼈⼝の⾼齢化がさらに進展することが⾒込まれています。 

さらに、令和 22（2040）年には、いわゆる「団塊ジュニア世代」が 65 歳以上（前期⾼齢
者）となり、総⼈⼝・現役世代が減少する中で、⾼齢者⼈⼝がピークを迎えるとともに、介護ニーズ
の⾼い 85 歳以上⼈⼝が急速に増加することが⾒込まれています。 

地域で疾病を抱えながら生活する⾼齢者等の増加に対し、これまでの「病院完結型の治す医
療」から「地域完結型の治し・支える医療」へのシフトが求められるとともに、看護・介護・福祉・生活
支援などを含めたケアが、地域において⼀体的に提供されるしくみが求められています。 

「川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン」より 
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③ ⼦ども・若者を取り巻く環境の変化 
 
 
 

 
 
本市の 14 歳以下の⼦どもの数は今後、減少していくことが⾒込まれている⼀方で、共働きの世帯は増加し

ています。新型コロナウイルス感染症による社会状況の大きな変化は、妊娠・出産数や転出入、保護者の働き
方などにも影響を与えている可能性があり、今後の待機児童対策や学校、こども文化センターの運営など、⼦ど
も・⼦育て家庭を対象にした施策を考える上で、先の⾒通しが⽴ちづらい、難しい時期にあります。 

また、外国につながる⼦どもや、特別な支援が必要な⼦どもは増加しており、個々の⼦どもや家庭のニーズに
応じたきめの細かい支援が⼀層求められています。あわせて、児童虐待相談・通告件数の増加や、我が国にお
いて「相対的貧困」の状態にある⼦どもは７⼈に１⼈という、世帯間の経済格差の拡大が示唆される中で、家
庭環境が厳しい状態にある⼦ども・若者、さらに近年、注目されているひきこもりやヤングケアラーへの対応など、
生きづらさを感じている全ての⼦ども・若者を孤⽴から守り、成⻑を支援するための施策の必要性が⾼まっていま
す。 

こうした状況の中、多様な⼦育て世帯のニーズに適切に対応し、⼦ども・若者が安心できる環境の中で将来
⾃⽴して生きていく⼒をつけることができるように、⼦育て環境の整備や、生まれ育った環境にかかわらず成⻑や
発達の段階に合わせて健やかに育つことができる環境づくり、⼦育て家庭や⼦どもを⾒守り支える地域づくりなど
を進めていくことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

○支援が必要な⼦どもの増加や貧困の問題など、個々の⼦どもや家庭のニーズに応じたきめの細かい 
支援が求められている 

○⼦ども・若者を孤⽴から守り、成⻑を支援するための施策の充実が必要 

通学や仕事のかたわら、家族の世話や家事などを⽇常的に⾏っている 18 歳未満の⼦どものこと
を、⼀般的に「ヤングケアラー」と呼んでいます。 

その背景には、少⼦⾼齢化や核家族化の進展、共働き世帯の増加、家庭の経済状況の変化
といった要因があると考えられます。ヤングケアラーは、年齢や成⻑の度合いに⾒合わない重い責任
や負担を負うことで、本⼈の育ちや教育、友⼈や周囲との関係などに影響があるにも関わらず、家
庭内のデリケートな問題であることから表⾯化しにくいといった課題があります。 

国においては、厚生労働省と文部科学省が連携して、福祉・介護・医療・教育の連携プロジェク
トチームを設置して、ヤングケアラーを早期に発⾒し、必要な支援につなげるための検討結果をまと
めました。国が⾏った実態調査（令和３（2021）年 3 ⽉）では、「世話をしている家族がいる」
と回答した⼦どもは、中学２年生で 5.7％（17 ⼈に 1 ⼈）、全⽇制⾼校 2 年生で 4.1％（14
⼈に 1 ⼈）という状況で、本⼈にヤングケアラーという⾃覚がない者も多く、⼦どもらしい生活が送れ
ず、誰にも相談できずに⽇々ひとりで耐えている状況が伺えるという報告がなされました。 

各地域において、ヤングケアラーの早期発⾒・支援に向けて、福祉機関と教育機関を中心とした
関係機関・団体が連携しながら取組を進めていくことが求められています。 
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④ ⼀⼈ひとりが尊重され、能⼒を発揮できる環境づくり 
 

 

 

 

「誰⼀⼈取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向けた SDGs の取組が世界的な
動きになり、⼥性、⾼齢者、外国⼈、障害者その他マイノリティへの社会環境的障壁を取り払うための法整備
が進むなど、ダイバーシティ（多様性）とソーシャル・インクルージョン（社会的包摂）の重要性が⾼まっており、
より⼀層のインクルーシブ社会の形成が求められています。 

また、本市の意識調査等においても、「障害者が働ける場所や能⼒を発揮する機会が少ない」「性的マイノリ
ティに対する社会的理解が低いため、誤解や偏⾒がある」といった意⾒が、引き続き上位となっており、マイノリテ
ィへの社会環境的障壁については市⺠の問題意識にも現れています。 

こうした中、本市においても、マイノリティの⼈たちが生き生きと暮らす上での障壁となっている⼈々の意識や社
会環境のバリアを取り除き、誰もが社会参加できる環境を創り出すことが求められています。 

 

 
 

 
 
 

○SDGs の取組が世界的な動きになるなど、ダイバーシティ（多様性）とソーシャル・インクルージョン（社
会的包摂）の重要性はさらに上昇 

○マイノリティの⼈たちが生き生きと暮らす上での障壁となっている⼈々の意識や社会環境のバリアを取り
除き、誰もが社会参加できる環境の創出が必要 
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⑤ 気候変動の影響 
 
 
 
 

 
 

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）は、「⼈間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたこ
とには疑う余地がない」としており、今後のシナリオのうち最も危機的なものでは、2100 年に、世界平均気温は
1850〜1900 年から 3.3〜5.7℃、世界平均海⾯水位は 1995〜2014 年から 0.63〜1.01m 上昇する
可能性が⾼いとしています。 

また、我が国における１時間降水量が 50mm 以上の大⾬の年間発生回数については、昭和 51（1976）
年〜昭和 60（1985）年と平成 23（2011）年〜令和２（2020）年の平均を⽐べると、約 1.５倍に
増加している状況です。 

こうした中、市内の年平均気温の推移は、昭和 60（1985）年〜令和元（2019）年の 35 年あたり
２℃弱上昇していることから、本市においても地球温暖化の影響が現れていると考えられます。 

それらも踏まえ、本市においても、地球温暖化対策として温室効果ガスの削減などの「緩和策」とともに、気
候変動の影響に対応する「適応策」を講じていく必要があります。そのために、市⺠⼀⼈ひとりの気候変動につ
いての理解を深め、脱炭素社会の実現に向けた⾏動変容を促していくことが求められています。 

 
 

 
 

○地球温暖化への対策として、温室効果ガスの削減などの「緩和策」と、気候変動の影響に対応する「適
応策」を講じることが必要 

○市⺠⼀⼈ひとりの気候変動についての理解を深め、脱炭素社会の実現に向けた⾏動変容を促していくこ
とが必要 
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⑥ 災害対策の強化 
 
 
 
 
 
 
令和元年東⽇本台⾵では、本市においても、死者１名、停電被害約 22,400 件、全半壊約 1,000 件、

床上・床下浸水約 1,700 件など、甚大な被害が発生しました。今後、気候変動の影響により、⾵水害のリス
クがさらに⾼まることが予想されていることから、令和元年東⽇本台⾵など、過去の災害の教訓を踏まえた対策
が求められています。 

また、今後 30 年以内に、約 70％の確率で発生するとされている M7 クラスの「⾸都直下地震」や約 70％
〜80％で発生するとされている M8〜M9 クラスの「南海トラフ地震」については、本市においても甚大な被害が
想定されることから、これまでに発生した地震における課題等を踏まえた対策や九都県市で連携した対策が求
められています。 

激甚化・頻発化する⾵水害への対策や⾸都直下地震等への対策に加え、新型コロナウイルス感染症を含
む感染症対策が必要とされている中、災害時の被害軽減や復旧・復興の早期実現に向け、市⺠等による⾃ら
守るための平常時からの備え（⾃助）と地域社会での支え合い（共助（互助））を⾼めるとともに、これを
後押しするための⾏政による環境の整備等（公助）を進め、地域防災⼒の強化を図る必要があります。 

 
 

 
 

○今後の災害リスクに対応するため、これまでに発生した⾵水害や地震の教訓等を踏まえた対策を講じる
ことが必要 

○災害時の被害軽減・復旧・復興の早期実現に向け、⾃助・共助（互助）・公助の視点から地域防災
⼒の強化を図ることが必要 
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⑦ 都市インフラの⽼朽化と有効活⽤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 年後には、総床⾯積ベースで本市の公共建築物の約 76％が築 30 年以上となるなど、上下水道施設、

道路、橋りょう、公園施設なども含めた都市インフラの⽼朽化に伴う今後の集中的な大規模修繕や更新の時
期の到来が懸念され、厳しい財政環境の中、こうした課題に限られた財源で計画的に対応していく必要があり
ます。 

また、公共建築物の総床⾯積については、児童生徒の増加に対応した⼩・中学校の整備や、市営住宅の
居室の⾯積基準の⾒直しに伴う拡大などの社会状況の変化に対応した取組により、平成 22（2010）年度
から令和２（2020）年度までの 10 年間で約 22 万㎡増加しています。令和 12（2030）年まで引き続き
⼈⼝増加が⾒込まれる状況を踏まえ、多様化・増大化する市⺠ニーズに的確に対応しつつ、その後に到来す
る⼈⼝減少社会への転換等を⾒据えた対応を図っていく必要があります。 

このため、今後は、整備費・維持管理経費など中⻑期にわたる財政負担の増大や、⼈⼝動態等を踏まえ、
公共建築物に関する機能のあり方や適正配置、都市インフラ全体の効率的かつ効果的な維持管理について
検討を進めていく必要があります。 

こうした中で、公共空間については、これまで国や地方公共団体等が公的な観点から⾃ら利⽤し、⺠間が活
⽤する場合も収益目的の利⽤は抑制的でしたが、公共空間利⽤のニーズの⾼まりや維持管理における⺠間
資⾦活⽤の拡大の要請から、⺠間の収益活動等への開放が進められており、全国各地で、公共空間における
広告の掲示や物品の販売、イベントの開催などが⾏われ、これらの収益等をまちづくりに還元する取組が進めら
れています。 

本市においても、近年、道路や河川、公園などの公共空間を有効に活⽤し、まちの賑わいや交流等の創出
を図るとともに、規制緩和等により生まれた新たな財源を施設の維持管理や周辺のまちづくりに還元・再投資す
ることで、スパイラルアップによるまちの価値の向上を図る取組を進めています。まちの賑わいや交流の創出に向
け、こうした取組の⼀層の推進が求められています。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

○10 年後（令和 12（2030）年）には公共建築物の約 76％が築 30 年以上経過し、大規模な修
繕や施設更新への計画的な対応が必要 

○公共建築物に関する機能のあり方や適正配置の検討及び道路なども含めた都市インフラ全体の効率
的かつ効果的な維持管理の検討が必要 

○公共空間を活⽤したまちの賑わい・交流の創出や、⺠間活⼒の活⽤による効果的な維持管理の方策
の検討が必要 
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⑧ 産業経済を取り巻く環境変化 
 
 
 
 
 
 
新型コロナウイルス感染症の影響により、戦後最悪の落ち込みを経験した世界経済は、再び前に向かって動

き出しています。単なる景気回復に留まらず、カーボンニュートラル実現に向けた動きや、デジタル化の急速な進
展など、世界全体の経済構造や競争環境に大きな影響を与える変化がダイナミックに生じています。また、IoT
（Internet of Things）や⼈工知能（AI）、ビッグデータ、ロボットといった社会のあり方に影響を及ぼす新
たな技術の進展も進んでおり、我が国では、経済発展と社会的課題の解決を両⽴していく新たな社会として
Society 5.0 の実現をめざしています。さらに、近年、量⼦技術に対する国際的な注目が急速に⾼まっており、
米国、欧州、中国をはじめとする国々が、将来の経済・社会に大きな変⾰をもたらす源泉あるいは⾰新技術と
して位置づけ、国をあげた取組を加速している状況にあります。 

また、企業には、経済価値と社会価値の双方を実現する ESG 経営へのステークホルダーからの要請が強まっ
ています。昨今の企業活動と⼈権に関する社会的要請の⾼まりを踏まえ、⽇本企業の⼀層の取組を促すため、
令和２（2020）年 10 ⽉に、我が国は、「ビジネスと⼈権」に関する⾏動計画を策定しています。 

本市の市内総生産は 10 年前と⽐べて５％⾼い水準（平成 20（2008）年度と平成 30（2018）年
度の⽐較）を維持しています。また、本市の基幹産業である製造業は、平成 30（2018）年実績で、製造
品出荷額等が大都市中第 1 位（従業者 1 ⼈当たりの額も第 1 位）となっており、⾼度な産業集積を実現
していますが、事業所数と従業者数はいずれも減少傾向にあります。 

こうした本市を取り巻くさまざまな変化の波を的確に捉え、本市の基幹産業である製造業の競争⼒強化に
向けた取組や、新たな産業創出に向けた取組等により、市内産業をさらに活性化することが求められています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

○新型コロナウイルス感染症の影響や新たな技術の進展など、本市の産業経済を取り巻く社会経済環
境の変化等を的確に捉えていくことが必要 

○本市の基幹産業である製造業の競争⼒強化に向けた取組や新たな産業創出に向けた取組などによ
り、市内産業をさらに活性化することが必要 

 

国の統合イノベーション戦略推進会議がとりまとめた「量⼦技術イノベーション戦略」の最終報告
（令和２（2020）年１⽉）では、「量⼦技術イノベーション」を明確に位置づけ、⽇本の強みを
活かし、量⼦技術の重点的な研究開発や産業化・事業化を促進するとともに、量⼦コンピュータの
ソフトウェア開発や量⼦暗号などで世界トップをめざすとしています。 

量⼦コンピュータは、従来型のコンピュータでは答えの導出に膨大な時間を要する問題でも、短
時間かつ超低消費電⼒で計算することを可能とし、産業・社会のあらゆる分野において飛躍的なイ
ノベーションをもたらし得る⾰新技術として期待されています。欧米や中国を中心に政府・企業をあ
げた開発競争が激化しており、研究開発投資も大幅に拡大する中、我が国としても戦略的な取組
が必要不可⽋となっています。 

本市は、量⼦コンピューティング技術の普及と発展を図るため、 
令和３年（2021）６⽉に、国⽴大学法⼈東京大学及び 
⽇本アイ・ビー・エム株式会社と相互の協⼒に関する協定を締結し、 
同年７⽉には、本市の「ナノ・マイクロ産学官共同研究施設 
（NANOBIC）」において、⽇本初のゲート型商⽤量⼦コンピュー 
ティングシステムが設置され、稼働を開始しています。 ⽇本初のゲート型商⽤量⼦コンピューティング 

システムが設置された「ナノ・マイクロ産学官 
共同研究施設」（NANOBIC） 
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⑨ 市⺠の主体的な取組を促し、地域でお互いに助け合うしくみの強化 
 
 
 
 
 
 
⾵水害などの危機事象が頻発している中、お互いが支え合う互助の重要性が⼀層⾼まっており、地域コミュ

ニティの中核を担う⾏政との協働のパートナーでもある町内会・⾃治会の果たす役割は⾮常に重要なものとなっ
ていますが、町内会・⾃治会加入率の減少など従前からの課題である担い手不⾜に加え、感染症の影響に伴
う⾏事の中⽌等による地域交流の機会の減少などの地域活動の⾃粛により、町内会・⾃治会活動に大きな
影響が出ており、活動の維持拡大に対する支援が必要となっています。 

また、地域コミュニティの希薄化や価値観の多様化が進むとともに、将来的に超⾼齢社会と⼈⼝減少社会の
到来が⾒込まれるなど、暮らしを取り巻く環境が変化する中、現状の取組を継続していくだけでは、これからの環
境変化への対応や、さまざまな将来リスクの回避は難しく、社会的な孤⽴等による孤独死の発生や、地域での
⾃治⼒の低下が招く災害時の対応⾯での課題、⼈⼝減少がもたらす空き家の増加による都市のスポンジ化な
ど、環境変化から予想される負のシナリオを回避するために、地域のつながりをつくり、より複雑化する地域課題
に的確に対応することが求められています。 

 
 
 

 
 

○地域コミュニティの中核を担う⾏政との協働のパートナーでもある町内会・⾃治会の果たす役割は⾮常に
重要であり、その活動の維持拡大に対する支援が必要 

○「市⺠創発」による、市⺠⾃治と多様な価値観を前提とした「寛容と互助」の都市型コミュニティの形成を
めざし、「新たなしくみ」づくりに向けた取組を進めることが必要 
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⑩ 労働環境の改善と生産性向上の⼀体的な実現に向けた「働き⽅改革」の推進 
    

 
 
 
 
 
働き方改⾰関連法による時間外労働の上限規制の導入（大企業︓平成 31（2019）年４⽉、中⼩

企業︓令和２（2020）年４⽉施⾏）や、年５⽇の有給休暇取得の確実な取得（平成 31（2019）
年４⽉施⾏）等を背景に、我が国の年次休暇の取得及び取得率は、過去最多（昭和 59（1984）年以
降）となっており、また労働時間数は更なる減少傾向を示しています。 

働き方改⾰は、多くの働く⼈々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を選択できるようにするための改
⾰です。我が国では、生産年齢⼈⼝の減少や、育児や介護の両⽴などの働く⼈のニーズの多様化など、さまざ
まな課題に直⾯しています。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、テレワークの導入が加速するなど、
多くの企業で働き方が変わりつつあります。引き続き、就業機会の拡大や働く⼈の意欲・能⼒を存分に発揮で
きる環境づくりとともに、投資やイノベーションによる生産性向上に向けて取組を進めることが求められています。 

本市では、中⼩企業が全事業所数の約 99％、全従業者数の約 77％を占めており、⼈手不⾜感が強い
中⼩企業において、労働環境の改善による魅⼒ある職場づくりとともに、生産性向上に向けた取組を着実に進
めることが⼀層重要となっています。 

 

 
 

○就業機会の拡大や働く⼈の意欲・能⼒を存分に発揮できる環境づくりとともに、投資やイノベーションに
よる生産性向上に向けた取組が必要 

○⼈手不⾜感が強い中⼩企業の労働環境の改善と生産性向上に向けた取組を着実に実施することが
重要 
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（３）積極的に活⽤すべき川崎のポテンシャル 
川崎には、次のような優れたポテンシャルがあります。このポテンシャルを最大限に活かしながら、取組を進め

ます。 
  交通・物流の利便性(新幹線や⽻田空港へのアクセス性、充実した幹線道路・鉄道路線ネットワーク、

多様な機能を持つ総合港湾である川崎港、⾼度に集積した都市機能など) 

  先端産業・研究開発機関の集積等(550 以上の研究開発機関、⾼付加価値化が進んだ臨海部
の重化学工業・素材産業、環境・エネルギー等の先端産業、新川崎地区・殿町地区（キングスカイ
フロント）を中心とする市内に⽴地する多様な大学との産官学連携、生命科学・医療分野の企業・
研究機関の集積など) 

  豊富な文化芸術資源等(「ミューザ川崎シンフォニーホール」を中心とした音楽のまちづくり、市内に数
多く存在する映像資源を活⽤した映像のまちづくり、「川崎フロンターレ」「川崎ブレイブサンダース」をは
じめとする「かわさきスポーツパートナー」等との連携によるスポーツのまちづくり、BMXやスケートボード等
の若者文化の発信など) 

  かわさきパラムーブメントの推進（関係団体や⺠間企業等と連携した取組の創発や Colors かわさき
展などパラアートの環境づくり、パラスポーツの振興・普及促進など） 

  水と緑の豊かな⾃然環境（本市の⾃然、産業、歴史、文化等に深い関わりのある多摩川、それぞれ
の魅⼒を持った富⼠⾒公園、等々⼒緑地、生田緑地の三大公園など） 

  多彩で魅⼒ある観光資源（産業観光や工場夜景など特徴的な地域資源、川崎大師など歴史的
な観光資源、藤⼦・F・不⼆雄ミュージアムや⽇本⺠家園など市内を代表する施設など） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

市内外に対して川崎の魅⼒と将来への方向性を発信する際に活⽤し、市⺠の川崎への愛着や
誇りの醸成につなげることを目的として、本市の持つ多彩な魅⼒を⼀⾔で表現し、都市の将来像を
示すブランドメッセージを策定しています。 
ブランドメッセージには、川崎は、多様性を認め合い、つながり合うことで、新しい魅⼒や価値を生

み出すことができるまちをめざしていく、という意味が込められています。 
 ロゴマークは、「多彩な魅⼒を持つ川崎の多様性を包含するイメージ」を打ち出すため、⾚、緑、

⻘という光の三原⾊で「川」の字を構成し、川崎の魅⼒を表現するとともに、交じり合うことでどんな
⾊でも作り出すことができる多様性も表現しています。 
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（４）新たな飛躍に向けたチャンス 
川崎がさらに飛躍するチャンスを最大限に活⽤しながら、取組を進めます。 
  本市の活⼒（⾸都圏の中心に位置する地理的優位性や交通利便性、成⻑産業の集積などによ

る⼈⼝の増加など）  

  令和６（2024）年の市制 100 周年（戦略的なシティプロモーションの推進、全国都市緑化か
わさきフェアを契機とした「みどりのムーブメント」の推進など）  

  国の成⻑戦略（⽻田空港跡地地区と殿町地区の連携による成⻑戦略拠点の形成、カーボンニュ
ートラルを先導する水素社会の実現に向けた取組など） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本市は、大正 13（1924）年７⽉１⽇に、川崎町・御幸村・大師町が合併して、⼈⼝約 5
万⼈で誕生し、令和６（2024）年には、市制 100 周年の記念すべき年を迎えます。こうした歴
史の節目は、産業・文化・芸術・スポーツをはじめとした都市としての魅⼒の更なる向上や、市⺠と
してのアイデンティティの形成、シビックプライドの醸成に向けて、関心が⾼まる機会となることから、川
崎がさらに飛躍する大きなチャンスとなります。 
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多摩川スカイブリッジ（⽻田連絡道路）は、川崎区殿町三丁目の殿町地区（キングスカイフロ
ント）と大田区⽻田空港⼆丁目の⽻田空港跡地地区（⽻田グローバルウイングズ）を結ぶ橋で
す。この橋は、多摩川の河⼝から１番目、世界との玄関⼝である⽻田空港へつながる橋であり、国
際競争⼒の強化に向け、⽻田空港周辺地域及び京浜臨海部の連携を強化し、多摩川両岸の
成⻑戦略拠点の形成を支えるインフラです。この橋の開通により、成⻑戦略拠点として、このエリア
全体の価値・魅⼒が⼀層⾼まることを期待しています。 

多摩川スカイブリッジ完成イメージ 
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７ 持続可能な開発目標（SDGs）を踏まえた政策の推進 
第 3 期実施計画においては、職員⼀⼈ひとりがこれまで以上に SDGs を強く意識して各施策・事務事業に取

り組むとともに、市が進める各施策と SDGs との関係をより市⺠に分かりやすく伝えるため、平成 31（2019）年
2 ⽉に策定した「川崎市持続可能な開発目標（SDGs）推進方針」を本計画と統合し、総合計画に掲げる各
施策・事務事業と SDGs の達成に向けた取組を⼀体的に推進します。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（１）SDGs と世界の動き 

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals;SDGs）は、平成 27（2015）年９
⽉に国連本部において、193 の国連加盟国の全会⼀致で採択された国際目標です。持続可能な未来を
つくるための 17 のゴール（目標）と 169 のターゲットが掲げられています。 

「誰⼀⼈取り残さない」をキーワードに、ゴールの達成に向けてすべての国が⾏動すること、⾃治体も事業
者も市⺠も含めてすべてのステークホルダーが役割を担うこと、社会・経済・環境の三側⾯の取組を統合的に
進めることなどを特徴としています。 

現在、SDGs は世界の潮流となっており、世界中の国や企業が、貧困や飢餓、水や保健、教育、医療、
平和やジェンダーなど、⼈々が⼈間らしく暮らしていくための社会的基盤を令和 12（2030）年までに実現
するために取り組んでいます。 

 
（２）国における取組 

国においては、平成 28（2016）年 5 ⽉に、内閣総理大⾂を本部⻑とし、全閣僚を構成員とする持続
可能な開発目標（SDGs）推進本部を内閣に設置しました。 

また、同年 12 ⽉には国家戦略として「持続可能な開発目標（SDGs）実施指針」を策定し、地方⾃
治体に対しては、各種計画や戦略、方針の策定や改定にあたり SDGs の要素を最大限反映するとともに、
関係するステークホルダーとの連携強化等、SDGs 達成に向けた取組を推進することを求めました。 

 
（３）本市におけるこれまでの取組 

① 川崎市持続可能な開発目標（SDGs）推進⽅針の策定 
本市においては、平成 31（2019）年 2 ⽉に「川崎市持続可能な開発目標（SDGs）推進方針」を

策定しました。この方針において、住み続けられるまちづくりや経済成⻑、気候変動対策など SDGs が掲げる
目標は、本市が総合計画に掲げるめざす都市像「成⻑と成熟の調和による持続可能な最幸のまち かわさ
き」と同様の方向性であることから、総合計画を推進することを基本に、本市として全庁をあげて SDGs の達
成に寄与する考え方を定めました。 
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② 川崎市総合計画と SDGs との対応 
「川崎市持続可能な開発目標（SDGs）推進方針」において、総合計画に掲げる５つの基本政策と

23 の政策について SDGs の各ゴール、ターゲットとの関係を整理するとともに、各取組の進⾏管理において
は、総合計画における進⾏管理と⼀体的に⾏うこととしました。 

また、本方針の策定以降、各分野別計画等においても、SDGs を踏まえた策定・改定が進んでいます。 
 

③ 「SDGs 未来都市」としての選定と、多様なステークホルダーの連携のしくみづくり 
公害問題をはじめとしたさまざまな課題を市⺠、事業者と連携して克服してきた歴史と、持続可能な社会

の実現に向けた取組が、国から評価され、本市は、令和元（2019）年 7 ⽉に「SDGs 未来都市」に選定
されました。臨海部を中心とした川崎水素戦略の取組やカーボンゼロチャレンジなど脱炭素・循環型まちづくり
をめざした取組、地域包括ケアシステムの構築に向けた取組、「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」
に基づく取組をはじめとして、各施策・事務事業を通じて、成⻑と成熟が調和した、持続可能で、誰もが幸せ
を感じられるまちをめざした取組を進めています。 

また、多様なステークホルダーとの連携を強化するとともに、そのゴール達成に向けた取組を支援するための
具体的なしくみとして、令和 3（2021）年 3 ⽉に川崎市 SDGs 登録・認証制度「かわさき SDGs パート
ナー」をスタートし、同時に、地域⾦融機関や経済団体等と連携して、登録・認証された事業者をつなぎ、新
たな取組を創出することで市内の活動を活性化する「川崎市 SDGs プラットフォーム」を⽴ち上げました。 

 
（４）第 3 期実施計画における SDGs 推進に向けた⽅針 

① 「かわさき 10 年戦略」による未来を⾒据えた施策の推進 
第２期実施計画期間中に、新型コロナウイルス感染症による影響や、令和元年東⽇本台⾵などの大規

模⾃然災害の発生、脱炭素化やデジタル化の急速な進展など、本市を取り巻く環境は急激に変化しました。
今後 4 年間においても、世界の環境はさらに変化していくことが予想されます。 

SDGs のすべてのゴールを達成するには、これまで通りの取組を積み重ねていくだけでは難しく、新たな考え
方や技術により、モノやしくみ、組織のあり方などに変⾰を起こしていくことが求められています。 

本市が推進する各施策・事務事業においても、変化の激しい現代においては、過去の取組や現在の状況
からこの第３期実施計画期間となる４年後の目標を⽴てるだけではなく、さらに先を⾒据えて、SDGs の達
成期限となる令和 12（2030）年にどうあるべきか、めざす未来を描きながら、そこから逆算して必要な方策
を考えること（バックキャスティング）が求められます。 

「成⻑」と「成熟」の好循環による、まちの持続的な発展をめざす主な取組をまとめた「かわさき 10 年戦略」
は、経済・社会・環境の三側⾯の統合的な向上をめざす SDGs の考え方を踏まえて取りまとめたものです。こ
の 10 年戦略の作成にあたっては、庁内若手職員の参画によるワークショップなども⾏っており、令和 12
（2030）年のあるべき姿を描き、本市が進める戦略的な取組を定めています。 
 

 
 

 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 

2025 年 
の到達点 

2022 年 

2045 年 
「成⻑と成熟の調和による 

持続可能な最幸（※）のまち 
 かわさき」 

現在の延長線上に

ある未来 

※「最幸」とは、川崎を幸せあふれる最も幸福なまちにしていきたいという
思いを込めて使⽤しています。 

あるべき姿 

2030 年 
SDGs 達成 

第３期実施計画期間 
2022 年〜2025 年 

 

あるべき姿から 
逆算して検討 

あるべき姿の実現に向け
た⽅策の実施 
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② 施策体系における総合計画と SDGs の関連性の明確化と活⽤ 
本計画においては、職員⼀⼈ひとりがこれまで以上に SDGs を強く意識して各施策・事務事業に取り組む

とともに、本市が進める各施策と SDGs との関係をより市⺠に分かりやすく伝えるため、施策体系別計画にお
いて、各施策が関連する SDGs のゴールを示しています。 

また、SDGs のゴール・ターゲット間の相互連携（インター・リンケージ）という特徴を活かし、ある政策が他
の政策に及ぼす影響を意識しながら、俯瞰的な視野で取組を推進します。 

 
③ SDGs 推進に向けた職員の意識 

SDGs の推進に向けた姿勢として、総合計画に掲げる各施策・事務事業を進めるにあたっては、職員⼀
⼈ひとりが持続可能なまちづくりや、誰⼀⼈取り残さないこと、多様なステークホルダーとの連携など、SDGs の
趣旨を⼗分に理解しつつ、将来のあるべき姿を描きながら各施策・事務事業を進めます。 

また、17 のゴールや課題がお互いにつながり関係しあう SDGs の達成に向け、これまでにない変⾰をもたら
すために、各施策・事務事業を推進する職員には、関連部署や多様な主体と積極的に連携し、お互いの強
みやノウハウを共有し、新たな価値を生み出し、相乗的に効果をあげていくための分野横断的な視点も求め
られます。 

さらに、各施策・事務事業が寄与するゴールだけではなく、事業の影響により犠牲にされるものはないか
（トレードオフ）といったことにも意識を向け、経済・社会・環境の三側⾯から総合的に最善の方法を選択し
ていくことも必要です。 

このような SDGs の本質を理解した上で、職員が SDGs の推進に向けて主体的に取り組むことができるよ
う、各種会議や研修等の場を活⽤しながら、引き続き職員の理解を深めます。 

 
④ 推進体制 

全庁的な SDGs の推進にあたっては、令和元（2019）年 6 ⽉に設置された、市⻑を本部⻑とし、全局
（室）区⻑で構成される「川崎市持続可能な開発目標（SDGs）推進本部」を中心に、各局室区にお
ける取組の協⼒と、関係部署相互の連携を推進します。 

また、引き続き、国の取組との連動、川崎市 SDGs 登録・認証制度「かわさき SDGs パートナー」や「川
崎市 SDGs プラットフォーム」を基盤とした多様な主体との連携強化、職員や市⺠、企業団体等への浸透を
図り、効果的に SDGs を推進していきます。 

 
⑤ 進⾏管理 

本市の SDGs 推進に向けた取組については、総合計画に基づく各施策・事務事業を通じて⾏うため、進
⾏管理については、総合計画における進⾏管理と⼀体的に⾏います。 
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「みんなで守る強く 

しなやかなまち」をめざす 

「どこよりも子育て 

しやすいまち」をめざす 

「みんなが生き生きと 

暮らせるまち」をめざす 

「もっと便利で快適な 

住みやすいまち」をめざす 

「世界に輝き、技術と英知で 

未来をひらくまち」をめざす 

「チャレンジを続け、いつまでも 

活力あふれるまち」をめざす 

「みんなの心が 

つながるまち」をめざす 

かわさき１０年戦略 

「成長と成熟の調和による持続可能な最幸のまち かわさき」の実現に向けた 

※「最幸」とは･･･川崎を幸せのあふれる「最も幸福なまち」にしていきたいという思いを込めて使⽤しています。 

※ 

戦 略 

１ 

２ 
戦 略 

戦 略 

３ 

戦 略 

４ 

戦 略 

５ 

戦 略 

６ 

戦 略 

７ 
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１ 「かわさき１０年戦略」の基本的な考え方 

   少子高齢化の急速な進展や、生産年齢人口の減少が⾒込まれる厳しい状況の中にあって
も、そうした状況をそのまま受け入れるのではなく、効果的な取組の積み重ねにより、その影響

をできる限り緩和しながら、本市の将来にわたる発展に向けて、チャレンジし続けていくことが
重要です。 

   総合計画における具体的な取組は、実施計画の中で定めていますが、市政運営のビジョン
である基本構想や基本計画でめざしていく、「成⻑と成熟の調和による持続可能な最幸のまち」を
実現するためには、ビジョンを具現化するための中長期的かつ分野横断的な視点を持った戦

略が必要となります。 

   そのため、福祉や教育・文化振興などの市民に身近な行政サービスを持続的に提供する
ことにより、市⺠が⽇常生活に質的な充⾜を感じる「成熟」したまちになっていくための戦略と
ともに、将来を見据えた投資により、本市の強みである産業・経済・利便性の⾼いまちづくり等を
強化し、まちを一層「成長」させる戦略を積極的に進める必要があります。 

   さらに、産業・経済・まちづくり等の活性化による「成長」は、市税収入の増加をはじめとして本
市財政にも好影響を与えることから、市民生活の向上を通じてまちの「成熟」につながるととも
に、「成熟」した市民の力は、新たな産業や文化・スポーツ・地域活動の振興の源泉となり、更

なる「成長」を促します。 

   「かわさき 10 年戦略」は、こうした「成長」と「成熟」の好循環による、まちの持続的な発展

をめざして、好循環を支える「基盤」づくりとあわせて、その考え方とともに実施計画で推進する
主な取組をまとめたものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 まちの「成⻑」戦略  まちの「成熟」戦略 

「成⻑」と「成熟」を支える「基盤」づくり 

 まちの持続的な発展のイメージ

101



かわさき１０年戦略 

政
策
体
系
別
計
画 

総 

論 

10
年
戦
略 

基
本
政
策
１ 

基
本
政
策
２ 

基
本
政
策
３ 

基
本
政
策
４ 
基
本
政
策
５ 

区
計
画 

進
行
管
理
・
評
価 

２ 中長期的な課題と戦略との関係等について 

  前述の基本的な考え方に沿って、「総論」に示した、少⼦⾼齢化の進展をはじめとする中長期

的な課題を踏まえるとともに、本市のポテンシャルとチャンスを活用しながら７つの戦略を設

定し、実施計画における具体的な施策・事業を推進しています。 

  設定した戦略は実施計画のローリングにあわせて見直しを⾏うとともに、位置づけた施策・事

業については、取組の状況等を踏まえて、毎年機動的に推進していきます。 

 
 
 
 

  

中長期的な課題等と戦略の対応及び実施計画への反映イメージ 
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３ 「かわさき 10 年戦略」の概要 

  「かわさき 10 年戦略」では、まちに活気や活⼒をもたらす「成長」、市⺠に安心やうるおいを与え、
まちに対する愛着を育てる「成熟」、成⻑と成熟の好循環を支える「基盤」づくりの３つの視点

で、７つの項目を設定しています。 

  第３期実施計画では、「かわさき 10 年戦略」の中⻑期的視点という性格をより明確にするため、
７つの戦略ごとに「2030 ビジョン」、「令和 12（2030）年にめざす姿」、「令和７（2025）
年の目標」を定め、実施計画の計画期間の先を⾒据えた取組を推進します。 

 
 

  

「かわさき 10 年戦略」の各項目の考え方 

 第 3 期実施計画における「かわさき 10 年戦略」は、将来のまちのあるべき姿を⾒据え、その実現
に向けた到達点や目標、そのために必要な取組を整理しています。 

それぞれの項目の考え方は次のとおりです。 
 
●2030 ビジョン 
 中⻑期的な視点を持って取組を進めるため、第 3 期実施計画の計画期間の先を⾒据え、およそ
10 年後にあたる令和 12（2030）年における、まちのあるべき姿をイメージした「2030 ビジョン」を
新たに設定しています。 
 
●令和 12（2030）年にめざす姿 
 「2030 ビジョン」の実現に向けて、令和 12（2030）年に到達をめざすまちの姿のイメージを分
野ごとに表しています。また、あわせて SDGs の関連するゴールを示しています。 
 
●令和７（2025）年の目標 
 「令和 12（2030）年にめざす姿」を実現するために、第 3 期実施計画の終了年度である令和
７（2025）年に到達・達成することをめざす目標を表しています。 
 
●⾏程表 
 「2030 ビジョン」、「令和 12（2030）年にめざす姿」、「令和７（2025）年の目標」を踏ま
え、第 3 期実施計画期間中の主な取組を年度ごとに記載しています。 
 
●その他  
・次ページ以降の各戦略の⾏程表の「R●」は「令和●年度」を表しています。 
・⾏程表の内容は、今後の取組の進捗等により、変更する場合があります。 
・⾏程表内の「1-1-1」などの表記は、政策体系別計画の主な対応施策を表しています。（資料
編 政策体系図 参照） 
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希望する誰もが安心 
して子どもを預け 
られる環境づくり 
（2-1-1 2-1-2） 

未来を担う人材の 
育成 
（1-5-2 2-1-1 
2-2-1 2-2-2） 

R5 
(2023) 

子ども・若者の安心 
できる居場所づくり 
（1-5-2 2-1-3 
2-2-1 2-2-2 
2-3-1） 

安全で快適な 
教育環境の整備 
（2-2-3） 

子どもがすこやかに 
育つ安全な環境 
づくり 
（1-4-4 1-5-2  
2-1-2 2-1-4） 

 

R6 
(2024) 

区役所におけるきめ細かな利⽤者支援の実施 
 

R3 
(2021) 

R4 
(2022) 

⾏程表 

多様性や子どもの 
権利が認められる 
社会の実現に向けた 
取組の推進 
（2-2-1 2-2-2  
2-3-1 5-2-1） 

 

戦 略 

「どこよりも子育て 

しやすいまち」をめざす 

ひとり親家庭の生活・⼦育て・就業支援等の総合的な取組の推進 
 
⼦ども・若者の実態を踏まえた学習支援やひとり親家庭の支援など、⼦どもの貧困対策の推進 
 

保育・⼦育て総合支援センターにおける保育と地域の⼦育ての⼀体的な支援の推進 
 

「フリースペースえん」、「若者就労・生活⾃⽴支援センターブリュッケ」、「ゆうゆう広場」や「定時制カフェ」など、 
⼦ども・若者の多様な居場所の確保に向けた取組の推進 
 

こども文化センター等における、多くの⼈との関わりの中で多様な価値観に触れる機会の創出 

地域の寺⼦屋 65 校で 
開講（R2） 

すべての小・中・特別支援学
校に児童生徒⽤の学習⽤端
末を整備（R2） 

授業が分かる⼦どもの割合 
小 5︓90.1％（R2） 
中 2︓80.8％（R2） 

すべての⼦どもが「分かる」授業の実現に向けた習熟の程度に応じた指導の充実 
 
「キャリア在り方生き方教育」・読書活動の充実、新学習指導要領を踏まえた英語教育の充実など 
 

⼦ども・若者応援基⾦を活⽤したグローバル⼈財育成のプログラムの充実・実施 
 
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置拡充による児童生徒⼀⼈ひとりに寄り添った 
教育支援の実施 
 
不登校児童生徒への ICT を活⽤した学習など多様な教育機会の確保 
 

誰⼀⼈取り残さない個別最適な学びの実現をめざす「かわさき GIGA スクール構想」と、 
学習履歴（スタディ・ログ）など教育データの活⽤の推進 
 

「学校施設⻑期保全計画」に基づく校舎及び体育館の再生整備等の推進 
 

教育的ニーズに応じた多様な学びの場の充実に向けた特別支援学校における施設整備の推進 

多文化共生教育と支援が必要な児童生徒の学習環境の向上 

地域療育センターや⼦ども発達・相談センターにおける障害児等への適時適切な相談・支援の実施 

共生社会の実現に向けたインクルーシブ教育システム構築の推進 

⼦どもの意⾒表明の場の充実など、⼦どもの権利を尊重する社会の実現に向けた取組の推進 

幼稚園における⼀時預かりや低年齢児の受入れの促進 
 

バリアフリー化や空調設備の更新等による教育環境の向上 

多様な手法を活⽤した保育受入枠の確保、保育⼠確保対策・保育サービスの質の維持・向上 

区役所の児童家庭支援体制の強化による児童虐待防⽌（予防）と
児童相談所の体制強化による児童虐待対策（介入）の推進 
 

学級編制の標準の引下げ（⼩学校の 35 ⼈学級）の段階的な実施や児童生徒数の変化に対応した 
適切な教育環境の確保 
 

各区に⼦ども家庭 
総合支援拠点を設置 

（R4【2022】） 
 

地域の寺⼦屋の全⼩・中学校での開講をめざした取組の実施 
 

２

学校トイレの快適化の完了 
（R4【2022】） 
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どこよりも 
⼦育てしやすく、 
すべての⼦どもが
安心してすこやか

に成⻑できる 
まちの実現 

 

 
 
 

あらゆる⼦育て家庭が地域に 
支えられながら、⼦どもの成⻑に 
合わせてさまざまな選択ができ、 

将来の⾒通しと希望が持てるまち 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

機会格差のない 
まちの実現 

地域全体で 
⼦どもや⼦育て 
家庭を支え合う 

まちの実現 

誰もが多様性を
尊重しながら 

共に支え 
⾼め合える 
社会の構築 

 

多様な学びで 
すべての⼦どもが
社会で自⽴して 
生きていくための
基礎を培う教育

環境の実現 

「成熟」戦略 

すべての⼦どもが生まれ育った環境にかかわらず、成⻑や発達の段階に合わせて、すこやかに育つこと
ができるよう、安心して⼦育てできるしくみを整えるとともに、⼀⼈ひとりが持つ個性や能⼒が尊重され、⾃
らが望む将来を切り拓いていけるよう、地域全体で⼦育てを支える環境づくりを進め、どこよりも⼦育てし
やすく、⼦育て世代に選ばれるまちをめざします。 

 
R7(2025)の 

目標 
R12(2030)に 

めざす姿 

 

2030 ビジョン 

 
 
 
 
 
 

すべての⼦どもたちが 
多様な価値観の中で心豊かに育ち 
社会的に自⽴できる⼒がつくまち 

 
 
 

R7 
(2025) 

中部児童相談所の 
建替え完了 

（R7【2025】） 
 

全小・中学校に 
設置完了 

（R7【2025】） 
 

新川崎地区小学校 
開校 

（R7【2025】） 
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総合的なケアの推進 
（1-4-1 1-4-2 
1-4-4 1-6-1） 

R3 
(2021) 

R4 
(2022) 

R5 
(2023) 

健康寿命の延伸 
に向けた取組 
（1-4-1 1-4-2  
1-4-7 4-8-1） 

 

⾏程表 

３

誰もが暮らしやすい 
住環境づくり 
（1-4-6） 
 

社会的・経済的 
自立に向けた 
取組の推進 
（1-4-3 1-4-5 
 1-5-2 2-2-2 
4-3-1） 
 

誰もが生きがいを 
持てる地域づくり 
（1-4-1 1-4-3 
1-4-5 2-3-2 
5-1-1 5-2-3） 

 
 
 
 
 
 
 

R6 
(2024) 

地域包括ケアシステムの構築に向けた、多様な主体による具体的な取組の促進 
 

戦 略 

「みんなが生き生きと 

暮らせるまち」をめざす 

全世代・全対象型の地域リハビリテーションの推進 

認知症の早期診断・早期対応の推進と認知症の⼈や家族を地域で支える体制の構築 
 

医療・介護等の連携による在宅療養の推進と看取り提供体制の構築 
 

⾼齢者の社会参加・生きがいづくりの促進と 
持続可能な制度構築 
 

特別養護⽼⼈ホーム等の計画的な整備による介護サービス基盤の構築 
 

障害福祉サービス基盤（通所事業所等）の計画的な整備 
 

地域包括ケアシステムや⾼度医療を担う看護⼈材の戦略的な 
養成・確保と、⾼度な専⾨性を有する看護⼈材を養成する 
大学院の設置に向けた検討 

地域団体や企業等との連携による市⺠の生涯を通じた主体的な健康づくりの促進 
 
若年層・働き盛り世代への生活習慣病予防対策の推進 
 

かわさき健幸福寿プロジェクトの検証・⾒直しによる要介護度等の改善・維持の⼀層の推進 
 

多様な働き方に対する雇⽤主の理解の促進や定着支援の実施 

就労を望む⾼齢者の就業機会の確保 

障害者の特性に応じた就労等に向けた教育段階からマッチング、企業支援までの流れを円滑化する取組の実施 
 

地区カルテを活⽤した多様な主体との連携による地域づくりの推進 

障害者の社会参加を促す取組と心のバリアフリーの理念に基づく取組の推進 

あらゆる世代の多様な⼈材が活動する地域コミュニティの拠点づくり 

誰もが活躍できる地域づくりに向けた市⺠の主体的な学び・活動への支援の実施 

ひきこもり地域支援センター
運営開始（R3） 

生活困窮者等への就労・生活支援の実施 

地域の実情に応じた⾼齢者の⾃⽴支援と効果的な介護予防の推進 

複合福祉センターふくふく 
において、総合リハビリ 
テーション推進センター等 
運営開始（R3） 

ひきこもり地域支援センターにおける相談・アセスメント機能の充実と支援ネットワークの構築 

がんの早期発⾒・早期治療のための取組とがんにならないための生活習慣の改善の促進 
 

質の⾼い介護サービスを支える⼈材の確保 
 

空家の利活⽤の促進等、既存住宅の良質化・流通促進 

重層的な住宅セーフティネットの構築に向けた取組の推進 

多様化する居住ニーズやライフスタイル等に応じた住まい・住まい方の実現に向けた取組の推進 

川崎市⽴看護大学開学
（R4〔2022〕） 

⾼齢者フリーパスの 
IC カード化 

（R4〔2022〕） 
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2030 ビジョン 

川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムを構築し、誰もが住み慣れた地域や⾃らが望む場で安心
して暮らし続けられるしくみをつくるとともに、希望する誰もが地域活動や就労等を通じて社会に参加でき
る地域づくりを進め、多様な方々が地域で活躍し、誰もがその⼈らしく生き生きと暮らせるまちをめざしま
す。 

 
R7(2025)の 

目標 
R12(2030)に 

めざす姿 
 

 

 
 

 

 

川崎らしい都市型
の「地域包括ケア
システム」の構築 

 
 
 
 
 

誰もが住み慣れた地域や 
自らが望む場で 

安心して暮らし続けることができるまち 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市⺠の生活の質
の維持・向上と 

健康寿命の延伸 

誰もが地域で 
暮らし続けられる 
住環境の形成 

 

誰もが役割と 
生きがいを持つ 

地域のつながりと
しくみの構築 

 
 
 
 
 

誰もが地域でつながり 
多様な⽅々が活躍する 

その⼈らしく生き生きと暮らせるまち 
 
 

「成熟」戦略 

R7 
(2025) 

地域包括ケアシステムの
進化 
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政策１-４ 誰もが安心して暮らせる地域のつながり・しくみをつくる 

政策の⽅向性 
  ひとり暮らしや認知症の⾼齢者、障害のある⾼齢者が増加するなど、地域生活を取り巻く状況は急速

に変化しています。このような中で、市⺠の健康寿命の延伸をめざすとともに、保健・医療・福祉・住まい
等の関係機関の連携を強化することや、地域のさまざまな主体が、世代を越えて、支え合い、助け合う
ことで、⾼齢者や障害者をはじめとした誰もが、役割と生きがいを持ち、住み慣れた地域や⾃らが望む場
で生涯にわたって安心して暮らし続けられるしくみづくりを進めます。 

（川崎市基本計画） 

 

市⺠の実感指標 
市⺠の実感指標の名称 

（指標の出典） 
計画策定時 

（H27）[2015] 
現状 

（R1）[2019] 
目標 

（R7）[2025] 

⾼齢者や障害者が生き生きと生活できるような
環境が整っていると思う市⺠の割合 
（市⺠アンケート） 

20.7% 28.2% 25%以上 
＜30％以上＞ 

＜ ＞内数値は、第３期実施計画策定時に設定したチャレンジ目標 

 

施策の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
政策１-4 誰もが安心して暮らせる地域のつながり・しくみをつくる

施策1-4-1 総合的なケアの推進

施策1-4-2 ⾼齢者福祉サービスの充実

施策1-4-3 ⾼齢者が生きがいを持てる地域づくり

施策1-4-4 障害福祉サービスの充実

施策1-4-5 障害者の自⽴支援と社会参加の促進

施策1-4-6 誰もが暮らしやすい住宅・居住環境の整備

施策1-4-7 生き生きと暮らすための健康づくり
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施策1-4-1 総合的なケアの推進 
 

          
 

これまでの主な取組状況 
 「地域包括ケアシステム推進ビジョン」に基づき、将

来のあるべき姿の合意形成を図り、地域内におい
て多様な主体が、それぞれの役割に応じて具体的
に⾏動できるように考え方の共有を進め、「システム
構築」につなげています。 

 各区に設置した地域みまもり支援センターについて、
地域における更なる取組の周知とともに、関係機
関との連携強化を進めるため、区役所の保健福祉
センター全体を「地域みまもり支援センター（福祉
事務所・保健所支所）」と改称し、市⺠が抱える
さまざまな生活課題への対応に取り組んでいます。 

 地域みまもり支援センターによる、更なる「地域⼒の向上」に向け、各区で作成している地区カルテを活
⽤し、地域の担い手づくり及び地域活動の支援などの地域マネジメントに取り組んでいます。 

 

施策の主な課題 
 地域包括ケアシステムの構築に向けて、「地域包括ケアシステム推進ビジョン」の考え方の共有を引き続

き進めるとともに、将来のあるべき姿の合意形成を図り、地域内の多様な主体が、それぞれの役割に応
じた具体的な⾏動を⾏えるよう、住⺠が主役の地域づくりを進めることが必要です。 

 ⾼齢化による要支援・要介護者の拡大が⾒込まれる中で、介護・生活支援サービスに対する需要に
対応できる持続可能なサービス提供のしくみづくりや、ICTを活⽤した医療・介護データに基づく健康づく
り・介護予防に向けた取組が求められています。 

 増加傾向にある、医療ニーズを有する⾼齢者への在宅療養の提供や看取り、さらにはそれらを支える家
族等を支援するためのしくみの充実が課題になっています。 

 急速な⾼齢化が進む中、年齢や障害等の状況が変わっても、住み慣れた地域や⾃らが望む場で質の
⾼い生活を送り続けるために継続的なサポートを受けられるよう、全世代・全対象型の支援を提供して
いく必要があります。 

 新型コロナウイルス感染症の影響による生活⾏動の変化を踏まえながら、困りごとを抱えた⼈が取り残さ
れないよう、着実に個別支援を進めるとともに、支え合い・助け合い等による地域⼒の向上をめざし、地
域のつながりを保つための取組が必要です。 

 ⾼齢者の増加に伴い、認知症⾼齢者の更なる増加が⾒込まれることから、地域の相談拠点と専⾨医
療機関の連携による相談支援体制とともに、認知症の速やかな鑑別診断、診断後のフォロー、⾝体合
併症への対応などを図る医療体制を強化する必要があります。 

 増加傾向にある大規模災害の発生に備え、要援護者の援護体制の強化を図る必要があります。 

 

2 

1 

資料︓川崎市年齢別⼈⼝・川崎市第 3 期実施計画策定に向けた⼈⼝推計から作成 
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施策の⽅向性 
 
  「地域包括ケアシステム推進ビジョン」に基づく、市⺠が、住み慣れた地域や本⼈の望む場で、安心

して暮らし続けることができるしくみづくりの更なる推進 

  地域内の多様な主体が、地域における将来のあるべき姿を共有し、具体的な⾏動を⾏えるように、
考え⽅を地域全体で共有 

  新型コロナウイルス感染症の影響による生活⾏動の変化を踏まえた、地域資源の活⽤によるセル
フケア意識の醸成や地域の支え合い・助け合い等、地区カルテを活⽤した地域マネジメントの推進 

  医療・看護・介護の連携による地域における包括的かつ継続的な在宅療養・看取りのしくみづくり
の推進 

  対象者を年齢や疾病、障害の種別等で限定しない、全世代・全対象型の地域リハビリテーションと
⾼齢者の自⽴支援や効果的な介護予防の推進 

  認知症の予防、早期発⾒・対応に向けた普及啓発と、認知症の⼈と家族を支える支援ネットワー
クの構築 

  ⾼齢者・障害者等の災害時援護体制の整備に向けた取組の推進 

 
 

直接目標 
  多様な主体による地域での支え合いのしくみをつくる 

 
  

4 

3 
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主な成果指標 
 

 
※１ 第２期実施計画から、前期⾼齢者と後期⾼齢者のそれぞれに占める要介護・要支援認定者の割合を目標値として設定しています。 
※２ ここで⾔う「理解度」とは、地域包括ケアシステムの内容を知っていることに加え、具体的にどのように⾏動したらよいかが分かっていることとしています。 

名　　　　　称
（指標の出典）

⼈以上 110,480 ⼈以上
（平成26（2014）年度） （令和2（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和3（2021）年度） （令和7（2025）年度）

（令和7（2025）年度）

認知症サポーター累計養成者数
（健康福祉局調べ）

24,034 ⼈ 70,024 ⼈ 35,900 ⼈以上 78,480

⺠生委員児童委員の認知度
（健康福祉局調べ）

第３期実施計画
から新たに設定 ー ー53.9 ％ 70.0 ％以上

（令和元（2019）年度）

98.2 ％以上
（平成27（2015）年4⽉） （令和2（2020）年4⽉） （平成30（2018）年4⽉） （令和4（2022）年4⽉） （令和8（2026）年4⽉）

⺠生委員児童委員の充⾜率
（健康福祉局調べ） 90.5 ％ 83.1 ％ 96.2 ％以上 97.2 ％以上

20.0 ％以上
（平成25（2013）年度） （令和元（2019）年度） （平成28（2016）年度） （令和元（2019）年度） （令和7（2025）年度）

介護予防の取組として、地域の活
動に参加する⼈の割合
（⾼齢者実態調査）

10.6 ％ 11.0 ％ 10.6 ％以上 15.0 ％以上

地域包括ケアシステムの構築に向け
た、地域みまもり支援センターの認
知度
（健康福祉局調べ）

第３期実施計画
から新たに設定 ー ー31.0 ％ 50.0 ％以上

1,750 ⼈以上
（平成26（2014）年度） （令和2（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和3（2021）年度） （令和7（2025）年度）

在宅チーム医療を担う⼈材育成研
修の受講者累計数
（健康福祉局調べ）

308 ⼈ 1,007 ⼈ 750 ⼈以上 1,350 ⼈以上

地域包括ケアシステムの考え方の理
解度※２

（市⺠アンケート）
10.1 ％ 9.9 ％ 16.0 ％以上 32.0 ％以上

（令和7（2025）年度）

34.73 ％以下％ ％

％ 4.81 ％以下 5.15 ％以下 4.52

（令和元（2019）年度）

42.0 ％以上
（平成27（2015）年度） （令和元（2019）年度） （平成29（2017）年度） （令和3（2021）年度） （令和7（2025）年度）

17.07 19.02 18.40 19.18 22.09％ ％ ％以下 ％以下

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における目標値

第２期実施計画期間
における目標値

第３期実施計画期間
における目標値

⾼齢者のうち、介護を必要とする⼈
（要介護・要支援認定者）の割
合※１

（健康福祉局調べ）

％以下

4.82 ％ 4.79

％以下
（平成26（2014）年度） （令和2（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和2（2020）年度） （令和7（2025）年度）

％以下

32.02 32.99 32.59 ％以下 33.04

前期⾼齢者

後期⾼齢者

前期⾼齢者 前期⾼齢者前期⾼齢者 前期⾼齢者

後期⾼齢者 後期⾼齢者 後期⾼齢者 後期⾼齢者

5 
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計画期間の主な取組 

 
  

●地域包括ケアシステムの理解促進に向けた普及啓発の取組の実施

●⺠間企業を含めた多様な主体と連携した地域づくりの取組の推進

●小地域における地域マネジメントの取組推進

●住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるしくみづくり

●地域の実情に応じた多様なサービスの提供の実施

●介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた地域の担い手づくり及び活動への支援

●自⽴支援・重度化防⽌に向けた取組の推進

●地域リハビリテーション支援拠点による介護予防の推進に向けた支援の実施

●団塊ジュニア
世代が⾼齢者と
なるR22年を⾒
据えた第３段階
の進化期における
取組の方向性の
整理

誰もが、住み慣れた地域等
で、安心して暮らし続けること
ができる地域の実現に向け
て、地域包括ケアシステムの
構築を推進します。

・⼀般介護予防事業
（総合事業）の実施

・フレイル予防の普及
啓発の実施

事業推進

・地区カルテを活⽤した地域課題の把握と支援の実施

・地域リハビリテーション
支援拠点の運営開始

・地域リハビリテーション支援拠点によるケアマネジャー支援、地域の介護予防活動の支援

・地域包括ケアシステム連絡協議会の開催R2地域包括ケアシステ
ム連絡協議会の開催
回数︓１回

・ワーキンググループによる新たな地域資源や取組の開発

・包括的相談支援モデ
ルの検討

・ワーキンググループによ
る取組の検討
R3地域包括ケアシステ
ム懇話会の開催数︓
１回

・介護予防のための体操教室や講座を通じた介護予防の普及啓発

・重層的な支援体制の構築に向けた取組の推進

介護予防事業
・介護予防・生活支援
サービス事業（総合事
業）の実施

・各区における地区カル
テを活⽤した地域課題
の把握と支援の実施
・コミュニティ施策と連携
した取組の推進

・介護予防活動グループの⽴ち上げ、活動の支援

・コミュニティ施策と連携した取組の推進

・地域における担い手の発掘

・要支援者等を対象とした本市独⾃の訪問型・通所型サービスの実施
・要支援者等への家事援助に従事する「かわさき暮らしサポーター」の養成

・地域包括ケアシステム懇話会の開催

⾼齢者の⾃⽴支援の取組を
推進すると ともに、要支援・
介護状態等となることや重症
化を防ぐため、効果的な介護
予防と地域リハビリテーションの
具体的な取組を進めます。

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和３（2021）
令和４（2022）〜７（2025）年度

令和８（2026）
年度 年度以降

・多様な手法と幅広い広報媒体を活⽤したさまざまな世代に向けた普及啓発の推進
地域包括ケアシステム推
進事業 ・多様な手法によるさま

ざまな世代への普及啓
発の推進

●「地域包括ケ
アシステム推進ビ
ジョン」の第2段
階のシステム構築
期（R7年度）
の成果や課題等
の検証

・「いこい元気広場事業」によるフレイル予防の普及啓発

6 
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●認知症対応⼒向上に向けた各種研修の開催

●早期診断・早期対応に向けた取組

●認知症⾼齢者等の生活支援の実施

●介護者の負担軽減に向けた取組の推進

認知症⾼齢者対策事業

・認知症の⼈や家族と支援者をつなぐ「チームオレンジ」の整備

R2かかりつけ医研修受
講者数︓50⼈
R2病院勤務医療従
事者の認知症対応⼒
向上研修受講者数︓
200⼈

・若年性認知症ガイド
ブック、認知症ケアパス
等の普及

・認知症の介護経験者によるピアカウンセリングや専⾨医療相談の実施
・⾏方不明⾼齢者の早期発⾒に向けた取組の推進

・認知症ケアパス等の普及を通じて認知症の⼈が早期に適切な医療・介護サービスにつなが
るよう支援

認知症疾患医療セン
ターの２か所増設

・早期診断・早期対応に向けた地域医療の提供と連携の推進

R2認知症サポーター養
成講座受講者数︓
8,000⼈

・認知症サポーター養成講座の実施

事業推進

R2認知症サポート医
養成研修受講者数︓
６⼈
R2フォローアップ研修
受講者数︓30⼈

軽度認知障害
（MCI）スクリーニング
検査モデル事業の実施

・認知症に関する研修の実施

・認知症カフェの普及

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和３（2021）
令和４（2022）〜７（2025）年度

令和８（2026）
年度 年度以降

認知症に関する普及啓発や
徘徊⾼齢者等SOSネットワー
クの充実を図り、認知症⾼齢
者等の地域による⾒守り機
能の充実を図ります。

・認知症コールセンター
の運営

認知症訪問支援チー
ムによる支援の実施

R2認知症介護指導
者養成研修受講者
数︓２⼈

・若年性認知症コーディネーターによる就労継続等の支援の実施

・「認知症等⾏方不明
⾼齢者等SOSネット
ワーク事業」の実施

・「チームオレンジ」の整
備に向けた検討

・若年性認知症支援
コーディネーターによる支
援の実施

・認知症事故救済制
度のあり方の検討

・認知症事故救済制度のあり方の検討
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●24時間365日の在宅医療推進のしくみづくり

●在宅医療・ケアに関する市⺠啓発の推進

●単⾝⾼齢者等の生活上の課題に対して「発⾒の目」となる支え合いのしくみづくりの推進

●総合リハビリテーション推進センターを中心とする取組の推進

●地域リハビリテーションセンターにおける支援の実施

●地域リハビリテーション体制構築に向けた⼈材育成の実施

●災害時の要援護者に対する支援の実施

●災害時に支援が必要な⽅の避難場所である、二次避難所の整備・拡充

●大規模災害時の福祉拠点機能の強化に向けた「災害福祉ガイドライン」に基づく取組の推進

●⽕災⾵⽔害等の遺族への弔慰⾦及び被災者への⾒舞⾦の支給

●医療と介護の連携に向けたしくみづくり

・在宅療養調整医師
の配置（７名）

・多職種連携を促進する研修の実施
・各区に配置した在宅療養調整医師による在宅療養の推進

事業推進

・在宅医療サポートセン
ターの運営
・看取り提供体制の構
築に向けた検討

・看取り提供体制の構築に向けた取組の推進

R2シンポジウム開催
数︓1回

・在宅医療や終末期をテーマとしたシンポジウムの開催

・継続実施

R2支給件数︓42件

医師、看護師、介護支援専
⾨員など多職種が連携し、
医療・介護サービスを包括的
に提供する環境づく りに取り
組みます。

地域リハビリテーション推
進事業 ・市内全体のリハビリ

テーションの支援⼒向
上に向けた総合的な課
題の整理と検討

・検討結果を踏まえた取組の推進 事業推進

・多職種連携の強化、在宅療養患者に対する⼀体的な支援体制の構築に向けた協議の
実施

R2表彰者数︓３件

・円滑な連携を図るためのルール・ツールづくり

・災害時の緊急入所、個別避難計画の作成支援、医療的ケア児者への
支援の実施

・協⼒⺠間事業者の拡充に向けた取組の実施
・地域⾒守りネットワークの広報の実施 事業推進

事業推進

・リーフレット「在宅医療
Q＆A」、在宅医療情
報誌「あんしん」の発⾏

・リーフレット等の発⾏、配布

・多職種への医療的助⾔、医療資源等の把握、退院調整支援等の取組の推進

・⼆次避難所の整備・拡充に向けた取組・地域リハビリテーション
センターへの⼆次避難
所の設置

R3従事者向け研修の
実施回数︓30回

・弔慰⾦及び⾒舞⾦の支給

・「災害時要援護者避
難支援制度」に基づく
取組の推進

ひとり暮らし⾼齢者等の異変
を早期に発⾒し、支援ができ
るよう、地域に密着した事業
者とのネットワークを構築しま
す。

R2協⼒事業者数︓
69か所

・⼈命救助につながった協⼒⺠間事業者への表彰

総合リハビリテーション センター
を中心に、対象者を年齢や
疾病、障害の種別で限定し
ない、全世代・全対象型の地
域リハビリテーション体制の構
築に向けた取組を進めます。

在宅医療連携推進事業

・全世代・全対象型の
地域リハビリテーション体
制の構築に向けた取組
の推進

事務事業名
現状 事業内容・目標

・在宅チーム医療を担
う地域リーダー研修等
による⼈材養成

R2在宅療養推進協
議会開催数︓3回

令和３（2021）
令和４（2022）〜７（2025）年度

令和８（2026）
年度 年度以降

地域⾒守りネットワーク事
業 ・市政だより等による広

報

・地域リハビリテーションの取組を促進する研修の実施

災害救助その他援護事
業

災害時に⾼齢者や障害者等
の要援護者の安全確保や円
滑な避難を支援する災害時
要援護者避難支援制度の
運⽤など災害時援護体制の
整備を図ります。

・⼆次避難所の物資・
備蓄品の整備、感染
症を踏まえた開設訓練
の実施

・災害福祉調整本部
の設置と災害福祉シス
テム構築・仮運⽤

・大規模災害時の福祉拠点機能の強化

・受援体制の検討と福
祉施設の業務継続計
画（BCP）作成支援
の実施
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●⺠生委員児童委員の適正配置の実施

●⺠生委員児童委員協議会への運営補助等による⺠生委員児童委員の育成・支援

●活動環境整備のための効果的な研修の実施及び広報の充実

●自殺の防⽌等に関する市⺠の理解の増進

●自殺の防⽌等に関する⼈材の確保、養成及び資質の向上

●自殺の危険の⾼い⼈々、自殺未遂者、遺族等への対策の充実

●「自殺対策総合推進計画」に基づく取組の推進

●「あんしんセンター」の運営

●成年後⾒制度利⽤促進計画に基づく取組の推進

●市職員への虐待対応研修、事例検討会の開催、及び弁護⼠等による相談支援事業の実施

●障害者差別解消推進法に基づく取組の実施

●障害者相談支援センターの運営

●指定特定相談支援事業所の拡充に向けた、計画相談支援体制の強化等

障害者相談支援センター等
の運営を通じて、障害者の地
域生活を支えるため、相談支
援や地域のネットワークづくりに
取り組みます。

事業推進・継続実施

事業推進

・計画に基づく取組の
推進

⺠生委員児童委員活動
育成等事業

・効果的な研修の実施
及び広報の強化 ・さまざまな媒体を活⽤した広報強化による活動支援の充実

・増員に向けた調整や
複数担当制などの⽋
員対策による担当世
帯数の適正化

・増員に向けた調整や⽋員対策の実施

R2ゲートキーパー講座
開催回数︓６回

・継続実施

・⾏政・社会福祉協議会・⺠児協の連携による効果的な研修の実施

地域の⾝近な相談相手であ
り、⾒守り役でもある、⺠生
委員児童委員を、条例及び
国の参酌基準に基づき適正
に配置し、育成・支援するこ
とを通じて、地域福祉の推進
を図ります。

R2成年後⾒制度のシ
ンポジウムや各種研修
の開催数︓４回
・成年後⾒制度に関す
る相談支援の実施
・市⺠後⾒⼈の支援
等の推進

・市⺠後⾒⼈の養成、フォローアップ及び裁判所から選任された後⾒⼈の相談支援の実施

R2開催数︓２回 ・市職員向け虐待対応研修及び権利擁護に関する弁護⼠相談事業の実施

・市職員の服務規律で
ある「対応要領」の施
⾏・周知、及び研修等
の実施
・市⺠や事業者への普
及・啓発
・障害者差別解消支
援地域協議会の運営

・継続実施

・⾃殺未遂者やその家
族、遺族等への支援の
実施及び関係機関に
よる連携体制の構築

・継続実施

⾃殺対策総合推進計画に
基づき、地域の多様な主体と
協働し、安心して暮らせるま
ちづくりと⾃殺に追い込まれな
い社会の実現に向けた取組を
進めます。

・計画に基づく取組の推進、計画改定に向けた取組の実施

・検討結果を踏まえた取組の推進

自殺対策・メンタルヘルス
普及啓発事業 ・情報収集と効果的な

普及啓発の推進

事務事業名 令和３（2021）
事業内容・目標

令和４（2022）〜７（2025）年度
令和８（2026）

年度

現状

年度以降

・継続実施

権利擁護事業
運営数︓各区１か所 事業推進・成年後⾒制度の法⼈後⾒や社会福祉法に定める⽇常生活⾃⽴支援事業の実施

⾼齢者、障害者を含め誰も
が、虐待や消費者被害等の
権利侵害を受けることなく、
安心して生活できるよう 、社
会生活における相談支援の
提供など、権利擁護の取組
を推進します。

・体制強化に向けた支
援やサポートプラン作成
の実施

事業推進

●地域自⽴支援協議会の推進
R2開催回数︓２回

・基幹型３か所、地域
型23か所の設置・運
営

・地域のネットワークづくりの推進

・⺠生委員児童委員
の育成・支援

・ゲートキーパー講座の開催

・シンポジウムや各種研修の実施
・中核機関職員や専⾨職の派遣等による相談支援の実施

障害者相談支援事業
・安定的な運営と地域の関係機関との連携

・活動環境の向上等の
取組の検討
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施策1-4-2 ⾼齢者福祉サービスの充実 
 

          
 

これまでの主な取組状況 
 ⾼齢者が安心して暮らせる住まいの確保と、

介護が必要になった時でも必要な介護サービ
スなどを選択して住み慣れた地域で暮らせるよ
う介護サービスの基盤整備を進めるとともに、
増加するひとり暮らし⾼齢者が、安心して在宅
生活を継続できるよう、地域ぐるみの⾒守りや、
ICTを活⽤した⾒守り支援を進めています。 

 ⾼齢者の状態の改善・維持に取り組む介護サ
ービス事業所を評価するしくみとして「かわさき
健幸福寿プロジェクト」に取り組んでいます。 

 介護⼈材の確保に向けて、４つの重点的な
項目として、啓発イベントの開催などによる「⼈材の呼び込み」、福祉⼈材バンクの就職相談会などの
「就労支援」、メンタルヘルス相談窓⼝の設置などの「定着支援」、職務階層に応じた研修の「キャリアア
ップ支援」に取り組むとともに、求職者と介護サービス事業所の双方を⼀体的に支援する「介護⼈材マッ
チング・定着支援事業」を⾏っています。 

 

施策の主な課題 
 ⾼齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる多様な居住環境の実現を図るための介護サービス基盤

の構築や、要介護・要支援⾼齢者の増加に伴う介護ニーズの増大と多様化に柔軟に対応することがで
きるサービスの着実な提供が求められています。 

 いわゆる団塊の世代が後期⾼齢者（75歳以上）になる令和７（2025）年、またその先の団塊ジ
ュニア世代が⾼齢者（65歳以上）になる令和22（2040）年に向け、医療・看護・介護サービスの
⼈材確保が課題となっていることから、限られた資源を効率的・効果的に活⽤して、持続可能なケアの
提供体制を構築していく必要があります。 

  

2 

1 

資料︓第 8 期川崎市⼩売者保健福祉計画・介護保険計画から作成 

要介護・要支援認定者数の推移及び推計（市） 
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施策の⽅向性 
 
  質の⾼い介護サービス基盤の整備と介護が必要となっても自分らしく暮らし続けるためのサービス

の着実な提供 

  ⾼齢者福祉施設の⻑寿命化、建替えに合わせた再編・統合、公設施設の運営手法等の⾒直し
などによる、介護サービスの提供基盤の確保 

  災害や感染症等発生時の⾼齢者福祉施設の安定的な運営に向けた取組と、社会変容への的確
な対応 

  限られた⼈的資源の効率的・効果的な活⽤と、介護ロボット等の導⼊による介護職員の⾝体的
負担の軽減とICTを活⽤した業務の効率化 

 
 

直接目標 
  介護が必要になっても⾼齢者が生活しやすい環境をつくる 

 

主な成果指標 

 
  

名　　　　　称
（指標の出典） 計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間

における目標値
第２期実施計画期間

における目標値
第３期実施計画期間

における目標値
介護サービスを受けながら住み慣れ
た地域で暮らす⾼齢者の数（主な
「地域密着型サービス」の延べ利⽤
者数）
（健康福祉局調べ）

⼈／年以上
（平成27（2015）年度） （令和2（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和2（2020）年度） （令和7（2025）年度）

現在利⽤している在宅サービスの評
価（「不満」のない方の割合）
（⾼齢者実態調査）

94.3 94.0 94.3 94.3 94.3％

10,380 19,912 19,668 23,316 39,586⼈／年 ⼈／年 ⼈／年以上 ⼈／年以上

改善　17 ％以上

％ ％以上 ％以上 ％以上
（平成25（2013）年度） （令和元（2019）年度） （平成28（2016）年度） （令和元（2019）年度） （令和7（2025）年度）

維持　65 ％以上
（平成27（2015）年度） （令和2（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和3（2021）年度） （令和7（2025）年度）

改善　17 ％以上

維持　63.9 ％ 維持　78.0 ％ 維持　65 ％以上 維持　65 ％以上

（令和2（2020）年度） （令和3（2021）年度） （令和7（2025）年度）

介護⼈材の不⾜感
（介護⼈材の確保・定着に関する
実態調査）

75.7 ％ 75.8 ％ 74

かわさき健幸福寿プロジェクトの参
加事業所数
（健康福祉局調べ）

第２期実施計画
から新たに設定 ー256 300 400事業所 事業所以上 事業所以上

（令和元（2019）年度） （令和7（2025）年度）

かわさき健幸福寿プロジェクトの実
施結果（プロジェクト参加者の要介
護度の改善率・維持率）
（健康福祉局調べ）

改善　16.7 ％ 改善    6.2 ％ 改善　17 ％以上

（令和7（2025）年度）

介護⼈材マッチング・定着支援事
業の求職者のうち就職した⼈数
（健康福祉局調べ）

第３期実施計画
から新たに設定 ー ー82 ⼈ 100 ⼈以上

（令和2（2020）年度）

％以下 72 ％以下 70 ％以下
（平成25（2013）年度） （令和元（2019）年度） （平成28（2016）年度）

5 

4 

3 
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計画期間の主な取組 

 
  

●多様な⼈材の参⼊を促進し、⼈材の呼び込みにつながる取組を実施

●介護の仕事に就くための支援の実施

●介護⼈材の定着支援の実施

●介護職員の安定した雇⽤の確保と定着に向けた取組の実施

・外国⼈介護⼈材の
受入に向けた各種研
修やメンタルケア等の実
施

R2「メンタルヘルス相談
窓⼝」による就労実
績︓58⼈

・メンタルヘルス相談や介護ロボットの導入などの促進

・介護ロボットの導入支
援の取組の検討・実施

R2階層別研修実施
回数︓55回

・階層別研修の実施によるキャリアアップ支援の推進

福祉⼈材確保対策事業

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和３（2021）
令和４（2022）〜７（2025）年度

令和８（2026）
年度 年度以降

R1年普及啓発イベン
ト参加者数︓350⼈

・イベントの開催等による普及啓発や介護職員への支援の実施 事業推進

R2再就職支援セミナー
参加者数︓81⼈

・再就職支援セミナーや介護⼈材マッチング・定着支援、外国⼈介護⼈材の受入れ、資格
取得に向けた各種研修などの実施

⼈材の 呼び 込み 、就 労支
援、定着支援、キャリアアップ
支援の４つの柱で、介護⼈
材確保と定着の支援に取り
組みます。

R2介護⼈材マッチン
グ・定着支援事業研
修受講者数︓82⼈

6 
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施策 1-4-2 ⾼齢者福祉サービスの充実 

 

政
策
体
系
別
計
画 

総 

論 

10
年
戦
略 

基
本
政
策
１ 

基
本
政
策
２ 

基
本
政
策
３ 

基
本
政
策
４ 
基
本
政
策
５ 

区
計
画 

進
行
管
理
・
評
価 

 

  

●「⾼齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（かわさきいきいき⻑寿プラン）」の着実な推進

●特別養護⽼⼈ホームの整備

●介護付有料⽼⼈ホームの整備

●認知症⾼齢者グループホームの整備の整備

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備

●（看護）小規模多機能型居宅介護の整備

●⾼齢者福祉施設の⽼朽化対策及び再編整備の推進

●介護サービスの質の確保に向けた取組の実施
・監査指導の実施 ・監査指導の実施
・災害、感染症等の発
生時の施設の安定的
な運営に向けた取組の
実施

・災害や感染症等発生時の介護サービス事業所の安定的な運営に向けた取組の実施

R2開所︓０か所 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備推進
累計︓22か所

R2開所︓２か所
R3開所︓８か所

・（看護）⼩規模多機能型居宅介護の整備推進

・「⾼齢者・障害児者
福祉施設再編整備基
本計画」及び「⾼齢
者・障害児者福祉施
設再編整備第1次実
施計画」の改訂と、計
画に基づく⽼朽化対
策・建替え支援の実施

・計画に基づく取組の推進

多様な手法により、特別養
護⽼⼈ホーム等の整備や地
域密着型サービスの充実など
の、地域居住の実現に向けた
介護サービス基盤の整備を進
めます。

R2開所︓０床 ・特別養護⽼⼈ホームの整備推進
R3開所︓153床

累計︓4,955床
・川崎区⽇進町地区、
短期入所生活介護の
本入所への転換

R2.3の定員数︓
7,584名
R3.3の定員数︓
7,584名

・介護付有料⽼⼈ホームの整備推進

R2.3のユニット数︓
263ユニット
R3.3のユニット数︓
265ユニット

・認知症⾼齢者グループホームの整備推進

介護サービスの基盤整備
事業 ・「第８期」計画の策

定（R2）
・計画に基づく取組の実施
・次期計画の策定

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和３（2021）
令和４（2022）〜７（2025）年度

令和８（2026）
年度 年度以降

事業推進
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●介護保険制度の安定的な運⽤

●介護サービスの事業量の⾒込や⾒込量を確保するための⽅策等について定める「介護保険事業計画」の策定

●プロジェクト実施による要介護度等の改善・維持の推進

●プロジェクトの取組の積極的な周知及び介護サービス利⽤者・介護サービス事業所の参加に向けた意識の醸成

●ひとり暮らし等⾼齢者の地域における⾒守り事業の実施

●区役所及び地域包括支援センターの支援による市⺠主体の⾒守りの推進

●ICTを活⽤した効率的・効果的な⾼齢者⾒守り支援の実施

●⾼齢者の生活を支えるサービスの提供の実施

●⾼齢者がいつまでも安心して暮らせるための終活支援事業の実施
・終活支援事業のあり
方検討

・終活支援事業の創設と実施

・さまざまなサービスの提
供と給付の実施

・訪問理美容サービス、寝具乾燥事業の実施と紙おむつや⽇常生活⽤具の給付

⾼齢者生活支援サービス
事業 ・⺠生委員児童委員

の協⼒による状況把握
や安否確認等の実施

・地域における⾒守りの継続実施 事業推進

ひとり暮らし⾼齢者が住み慣
れた地域で安心して暮らし続
けられるよう、支援に取り 組む
とともに、⾼齢者の生活を支
える介護保険外のサービスの
提供や⽇常生活⽤具の給付
等を⾏います。

・⾼齢化の進んだ団地
における⾒守り体制の
構築

・継続実施

・緊急通報システムを
活⽤した⾒守りの実施

・継続実施

介護保険事業
・ニーズを踏まえた利⽤
者本位のサービス提供

・利⽤者本位のサービス提供の実施 事業推進

・介護保険料の滞納
整理強化及び収入未
済額縮減の推進

介護を要する状態になって
も、利⽤者⾃⾝の選択に基
づく介護サービスの利⽤によ
り、できる限り⾃宅で⾃⽴した
⽇常生活が営めるように、必
要な介護サービスを総合的か
つ⼀体的に提供します。

・滞納整理の強化や収入未済額縮減に向けた取組の推進

R3取組事例発表会の
開催回数︓１回

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和３（2021）
令和４（2022）〜７（2025）年度

令和８（2026）
年度以降年度

かわさき健幸福寿プロジェ
クト R3参加事業所数︓

300か所 ・これまでの取組の検証と国や他都市の動向、データ分析を踏まえた事業の改善
R3参加利⽤者数
270⼈

・表彰、公表等インセ
ンティブの付与

・⼀定の成果をあげた事業所及び利⽤者に対するインセンティブの付与
・介護保険制度への反映など、国の動向を踏まえた事業実施のあり方の⾒直し・検討

R3事業所を対象とし
た⾃⽴支援に重点を
置いたケアに関する講
習会参加者数︓30
⼈

・⾃⽴支援の実践のための講習会の開催
・取組事例の共有による意識醸成と実践の促しのための研修会の開催

要介護度等の改善・維持を
図った介護サービス事業所及
びサービス利⽤者に、イン セン
ティブを付与することで、安心
して介護サービスを利⽤できる
しくみづくりをめざします。

・「第８期介護保険事
業計画」の策定
（R2）

・計画に基づく取組の実施
・「第９期介護保険事業計画」の策定

・プロジェクトの趣旨等の普及啓発と参加促進 事業推進

189



 
施策 1-4-3 ⾼齢者が生きがいを持てる地域づくり 
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施策1-4-3 ⾼齢者が生きがいを持てる地域づくり 
 

          
 

これまでの主な取組状況 
 ⾼齢者の生きがいづくりや社会参加の促進に向けて、

路線バスを活⽤した外出支援に取り組むとともに、希望
する⾼齢者に就業機会を提供するシルバー⼈材センタ
ーの取組を支援しています。また、各種講座や介護予
防イベントの実施、全国健康福祉祭（ねんりんピック）
への選手派遣などを実施しています。 

 ⾼齢者の地域活動への参加の場を提供するとともに、
介護予防の拠点として⾼齢者の健康増進を図るため、
いこいの家及びいきいきセンターを運営しています。また、
より多くの地域住⺠に利⽤される施設とするため、多世代
交流などの地域交流に取り組んでいます。 

 

施策の主な課題 
 ⾼齢者の生きがいづくりと社会参加の促進に向けて、⾼齢者の増加や、デジタル化の進展等に伴うニー

ズの変化を踏まえた取組を進めるとともに、新しい生活様式を⾒据えた制度への再構築が必要です。 

 

施策の⽅向性 
 
  さまざまな経験や知識を有する⾼齢者の地域づくりへの参加や、⾼齢者の生きがい、健康づくりを

支援する仕組・環境の整備 

  ⾼齢者の更なる増加や社会環境の変化を⾒据えた制度の再構築 

  ⾼齢者が地域でいきいきと暮らせるよう、地域交流の促進や多様な⼈材が活動する地域コミュニテ
ィの拠点づくりに向けた取組の実施 

 
 

直接目標 
  ⾼齢者が生きがいをもって暮らせる環境をつくる 

  

4 

3 

2 

1 

(％) 

(年度) 
資料︓「⾼齢者実態調査」 
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 施策 1-4-3 ⾼齢者が生きがいを持てる地域づくり 
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主な成果指標 

 
 

計画期間の主な取組 

 
  

名　　　　　称
（指標の出典） 計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間

における目標値
第２期実施計画期間

における目標値
第３期実施計画期間

における目標値

38.3 ％以上
（平成25（2013）年度） （令和元（2019）年度） （平成28（2016）年度） （令和元（2019）年度） （令和7（2025）年度）

収入を伴う仕事をしている⾼齢者
の割合
（⾼齢者実態調査）

26.7 ％ 31.8 ％ 27.8 ％以上 32.5 ％以上

％以上 55.0 ％以上
（平成25（2013）年度） （令和元（2019）年度） （平成28（2016）年度） （令和元（2019）年度） （令和7（2025）年度）

ほぼ毎⽇外出している⾼齢者の割
合
（⾼齢者実態調査）

48.1 ％ 52.5 ％ 50.0 ％以上 52.5

35.1 ％ 43.4 ％ 36 ％以上 50 ％以上

29.2万 ⼈以上
（平成25（2013）年度） （令和2（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和3（2021）年度） （令和7（2025）年度）

⾼齢者向け施設（いきいきセン
ター）の利⽤実績
（指定管理事業報告書）

289,028 ⼈ 111,242 ⼈ 29万 ⼈以上 29.1万 ⼈以上

55 ％以上
（平成25（2013）年度） （令和元（2019）年度） （平成28（2016）年度） （令和元（2019）年度） （令和7（2025）年度）

生活に「はり」や「楽しみ」を感じて
いる⾼齢者の割合
（⾼齢者実態調査）

●⾼齢者の外出支援に向けた取組の実施

●⾼齢者の就業の場の確保

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和３（2021）
令和４（2022）〜７（2025）年度

令和８（2026）
年度 年度以降

⾼齢者外出支援事業
・バス優待乗⾞証の交
付

・バス優待乗⾞証のICT化の実施と持続可能な制度構築 事業推進
⾼齢者の外出を支援すること
により、⾼齢者の社会参加を
促進します。

・ICTを活⽤した新たな外出支援施策の推進
・持続可能な制度の構
築とICTの導入に向け
た取組の実施
・福祉有償運送の道
路運送法上の手続に
おける事業者支援

⾼齢者就労支援事業
・シルバー⼈材センター
に対する支援の実施

・継続実施 事業推進
希望する⾼齢者の就業の機
会を確保することにより、生き
がいづくりと社会参加を促進
します。

6 

5 
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●「シニアパワーアップ推進事業」の実施

●⾼齢者の健康と福祉の総合的な祭典である全国健康福祉祭（ねんりんピック）への選手派遣

●いきがい・健康づくり等普及啓発事業の実施

●敬⽼祝品の贈呈と市⻑敬⽼訪問の実施と持続可能な制度構築

●⽼⼈福祉の実施

●外国⼈⾼齢者支援の実施

●指定管理者によるいこいの家48か所、いきいきセンター7か所の運営

●いこいの家、いきいきセンターの移転・整備

●こども⽂化センターとの連携強化をはじめとした多世代交流の取組の推進

事業推進

・新たな利⽤者の獲得
に向けた取組の検討・
実施

R2講演会開催回
数︓1回

・講演会の開催等による普及啓発の実施

生涯現役対策事業
R2⾃己啓発講演会
開催回数︓1回

・シニアパワーアップ推進事業の推進 事業推進
⾼齢者が地域で生き生きとし
た生活を送ること ができ るよ
う、生きがいづくりを支援しま
す。

・新たなニーズを踏まえた取組の実施
R2シニア向け傾聴講
座開催回数︓1回
R2パソコン講座開催
回数︓3回
R2情報誌の発⾏回
数︓4回

R1選手派遣:
20種目134名

・神奈川大会開催と選手派遣の実施

・神奈川大会開催に
向けた取組の推進

事業内容・目標
令和３（2021）

令和４（2022）〜７（2025）年度
令和８（2026）

年度 年度以降
事務事業名

現状

R2対象者数︓
6,268⼈

・敬⽼祝品の贈呈と市⻑敬⽼訪問の実施
・持続可能な制度構築

・かわさき福寿手帳の
発⾏とあり方の検討

・かわさき福寿手帳の⾒直しの検討
・⽼⼈福祉大会等の実施と⽼⼈クラブ活動等の支援の実施

・外国⼈⾼齢者福祉
手当の支給

・外国⼈⾼齢者福祉手当の支給

・ふれあい館における相
談・交流事業の実施

いこいの家・いきいきセン
ターの運営 R2いこいの家及びいき

いきセンター利⽤者
数︓325,449⼈

⾼齢者が地域活動に積極的
に参加する場を提供するとと
もに、介護予防の拠点と して
⾼齢者の健康増進を図るた
め、いこいの家及びいきいきセ
ンターを適切に運営します。ま
た、「いこいの家・⽼⼈福祉セ
ンター活性化計画」 に基づく
取組を推進します。

●いこいの家・⽼⼈福祉センター活性化計画に基づく施設の⽼朽化対策や有効活⽤等の実施
R2いこいの家の⽼朽化
対策実施数︓2か所

・継続実施

・いこいの家の機能重
視の考え方への転換と
施設配置の⾒直しの
検討・実施

・事業推進

・相談・交流事業の実施

R2事業実施数︓23
か所

・多世代交流の取組の実施と更なる推進

・中原いきいきセンター
の移転・整備に向けた
検討

・移転に向けた取組の推進

・大師・田島いこいの家
の移転・整備に向けた
検討
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施策1-4-6 誰もが暮らしやすい住宅・居住環境の整備 
 

          
 

これまでの主な取組状況 
 誰もが安心して暮らせる住まいの確保及び居住環境の維持・向上に向けて、「住宅基本計画」に基づ

き、バリアフリー化などの住宅の質の向上や、⺠間事業者等と連携した既存住宅の流通促進、ライフス
テージに合わせた住み替えの円滑化、多様なニーズに応じた住宅の供給促進などに取り組んでいます。 

 空き家率が⽐較的低い本市においては、空き家の発生の抑制が重要であることから、「空家等対策計
画」に基づき、住宅の良質化や利活⽤等の予防的な取組、相談体制の充実を進めるなど、総合的な
空き家対策を計画的に推進しています。 

 住宅に困窮する低所得者の居住の安定
を図るため、「第４次市営住宅等ストック
総合活⽤計画」に基づき、市営住宅の
適切な運営を推進し、⻑寿命化改善や
建替え事業の計画的な実施、⼦育て世
帯向けの期限付き入居制度の導入、地
域包括ケアシステムの構築に資する市営
住宅の有効活⽤等の取組を進めていま
す。また、増加・多様化する住宅確保要
配慮者の安定的な居住確保に向け、居
住支援協議会を適切に運営するなど、
公営住宅だけでなく、⺠間賃貸住宅等も
活⽤した重層的な住宅セーフティネットの
構築に取り組んでいます。 

 

施策の主な課題 
 住まい・住まい方に対するニーズの多様化や少⼦⾼齢化の更なる進展など、本市の住宅政策を取り巻

く状況の変化を踏まえ、⾼齢者や⼦育て世帯等が安心して住み続けられるよう、居住ニーズやライフスタ
イル、ライフステージ等に応じた住宅を確保しやすいしくみづくりに取り組む必要があります。 

 ⾼経年の⼾建住宅団地や分譲マンション等においては、空き家の増加や建物の管理不全化に伴い周
辺環境への影響や地域の活⼒の低下が懸念されることから、建物や管理状況に応じた予防的取組の
推進や管理適正化に向けた支援の充実などが求められています。 

 新型コロナウイルス感染症の影響や⾼齢化の進展等により増加が⾒込まれる住宅確保要配慮者の居
住の安定を図るため、市営住宅の有効活⽤の推進とともに、⺠間賃貸住宅を活⽤した円滑な入居支
援と安定した生活支援などが求められています。 

  

2 

1 

川崎市居住支援協議会による入居者・支援者向けサポートブック 
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施策の⽅向性 
 
  ⾼齢者や⼦育て世帯等の多様化する居住ニーズやライフスタイル等に応じた住まい・住まい⽅の実

現 

  既存住宅の活⽤強化と流通促進やマンションの管理適正化等に向けた誘導・支援の推進 

  重層的な住宅セーフティーネットの構築に向けた市営住宅の活⽤の推進と居住支援協議会の適
切な運営 

 
 

直接目標 
  それぞれのニーズやライフスタイルに合った住宅が選択できる環境を整える 

 

主な成果指標 

 
※ 施設の併設等には、⼀定以上の規模を要することから 100 ⼾以上の市営住宅を対象としています。 

  

名　　　　　称
（指標の出典）

％以上

（平成26（2014）年度） （令和2（2020）年度） （平成29（2017）年度） （令和3（2021）年度） （令和7（2025）年度）

26 40％ ％ ％以上 ％以上

％ ％以上
（平成30（2018）年度） （令和5（2023）年度）

生活支援施設等の併設や地域と
連携した取組等を⾏っている市営
住宅の団地（100⼾以上※）の
割合
（まちづくり局調べ）

17 35.1 24

既存住宅の流通シェア率
（まちづくり局調べ）

第３期実施計画
から新たに設定

18.2 ー ー 20.2

％ ％ ％以上 ％以上
（平成25（2013）年度） （平成30（2018）年度） （平成30（2018）年度） （令和5（2023）年度）

住宅に関する市⺠の満⾜度
（まちづくり局調べ）

73 70 ⇒ 77 80

計画策定時 現　　　　　状 第１期実施計画期間
における目標値

第２期実施計画期間
における目標値

第３期実施計画期間
における目標値

5 

4 

3 
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計画期間の主な取組 

 
  

●「住宅基本計画」に基づく住宅・住環境に関わる施策の推進

●住宅・⼟地統計調査、住生活総合調査等に関する取組の推進

●「⾼齢者居住安定確保計画」に基づく⾼齢者の住まいに関する施策の推進

●⼦育て世帯や⾼齢者世帯の多様なニーズや社会環境の変化に応じた⺠間住宅の誘導

●マンションの管理適正化に向けた取組の推進

●分譲マンション共⽤部分の段差か所における手すり・スロープ等の設置に要する工事費の助成

●「住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」に基づく取組の推進

●「居住支援協議会」による住宅確保要配慮者に対する⼊居・生活支援の促進

●既存ストックや地域資源を活かしたリノベーションに関する取組等の推進

●リノベーション施設等を活⽤したイベントの実施によるリノベーションまちづくりの推進

⾼齢者、障害者、外国⼈等
の住宅確保要配慮者の居住
の安定に向け、居住支援協
議会において入居から退去ま
でに必要な支援等について協
議を⾏うなど、多様な主体と
の連携により入居支援や入
居後の生活支援等の取組を
推進します。

⺠間住宅・マンション のバリア
フリー化、⻑寿命化、適切な
維持管理等に対する支援等
の取組を推進することで、誰
もが安全で快適に暮らせる、
良質な住宅の形成を図りま
す。

・情報発信、普及啓発の実施

・住宅確保要配慮者向け登録住宅の普及啓発

⺠間賃貸住宅等居住支
援推進事業

既存ストック活⽤推進事
業 ・リノベーション事業の推

進

●居住支援制度による住宅確保要配慮者の居住安定の確保

・新たな参加主体の募集

・講習会や相談等を通
じた情報提供・普及啓
発の実施
R2講習会開催数︓
２回

・マンション管理組合登録・支援制度の実施
・管理計画認定制度の検討
・管理の適正化に向けた新たな支援制度の検討
・マンション管理相談窓⼝の運営・講習会の実施

・マンションの管理適正
化に向けた支援等の推
進と新たな取組の検討

・リフォーム相談窓⼝の運営

●住宅の質の向上に向けた講習会や相対応等を通じた周知、啓発の実施
・講習会やセミナーの開催

・計画策定に向けた検
討

・マンションの管理適正化に関する計画策定に向けた取組の推進

事務事業名
現状 事業内容・目標

令和３（2021） 令和８（2026）
年度

・調査結果の取りまとめ

・計画に基づく取組の推進、進⾏管理

・H30（2018）年
調査結果の分析 ・R5（2023）年調査結果の集計

令和４（2022）〜７（2025）年度
年度以降

事業推進・計画改定に向けた取
組の検証・調整 ・計画改定に向けた取組の検討、計画の改定

住宅政策推進事業

事業推進

R2助成件数︓
13件（681⼾）

・工事費助成の継続実施

・計画改定に向けた取組の検証、計画の改定

・地域の担い手や家主等との連携強化による入居・生活支援の促進

事業推進

・居住支援協議会の
運営

・入居支援の実施

・居住支援協議会の運営

・計画に基づく取組の推進、進⾏管理・計画の策定
（H30）

事業推進

・住宅確保要配慮者の住み替え相談や空き家の利活⽤に関する相談の実施
・住宅確保要配慮者への物件情報の提供
・入居手続の同⾏等の支援

・これまでの取組の検証を踏まえた新たな取組の実施、継続的な検証の実施

・計画に基づく取組の推進、進⾏管理
・計画改定に向けた取組の検討、計画の改定

・供給誘導
・サービス付き⾼齢者向け住宅等の供給誘導
・社会環境の変化等を踏まえたこれまでの誘導施策の検証及び施策の検討

・空き地や空家を活⽤したリノベーション事業の推進

・取組の効果検証

空き家や空き 部屋など の潜
在的な地域資源（既存ス
トッ ク） の活 ⽤を 支援 し、
ニューノーマルに対応した機能
やインバウンドビジネス推進に
つながる機能な どの導入を促
進することで、新たな魅⼒の
創出や地域の活性化等を促
進します。

・計画改定（R2)

住宅・マンション良質化支
援推進事業

・イベント実施による情
報発信・普及啓発、

・R2支援件数︓112
件

・既存⼾建住宅の世代間循環促進による⼦育て世帯へのゆとりある住宅の供給誘導

「住宅基本計画」に基づき、
住宅の質の向上や市場の誘
導等を⾏うための施策⽴案、
調査等を実施すると ともに、
⼦育て世帯や⾼齢者世帯の
多様なニーズや社会環境の
変化等に応じた⺠間住宅の
誘導に取り組みます。

・住み替え等相談や物
件情報の提供、同⾏
等支援の実施

6 
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●「市営住宅等ストック総合活⽤計画」に基づく効率的な整備・管理の推進

●計画的な市営住宅の建替え及び改善等の推進

●「地域包括ケアシステム」の構築に資する大規模建替えに伴う市営住宅⽤地の活⽤の推進

●「市営住宅等ストック総合活⽤計画」に基づく計画的な維持管理

●より的確・公平な提供に向けた取組の推進

●社会情勢の変化等を踏まえた市営住宅等管理業務に関する取組の推進

●市営住宅等の使⽤に関する適正管理

●市営住宅の空き駐⾞場に設置したコインパーキング等の適正な管理・運営

●「空家等対策計画」に基づく取組の推進

●空家の予防、適正管理、流通に関する取組の推進

●まちづくりに資する空家利活⽤の推進

●管理不全化した空家等への対応

R1⽤地活⽤︓１団
地

空き家利活⽤推進事業

市営住宅等ストック活⽤
事業

・期限付き入居制度の
導入（H30）

R2実施完了棟数︓
６棟

市営住宅等管理事業

・計画の改定

・建替事業及び改善事業の実施

・管理不全化した空家等への対応の推進

・使⽤料の適正管理
・不適正使⽤に対する
対応等

・不適正使⽤に対する対応等の実施

・コインパーキング等の管理・運営
・拡充に向けた調整、公募の実施

・コインパーキング等の
管理・運営

・関係法令に基づく対
応の検討

・試⾏的取組の検証、検証を踏まえた取組の推進

・専⾨家団体等との協定に基づく相談対応の実施・専⾨家団体等と協定
締結（R2）

・計画改定（予定）

・専⾨家団体等と連携した普及啓発の実施
・空家状況把握のための調査の実施

・空家化の予防等に向けた支援のしくみの検討

・空家マッチング制度の
試⾏実施

事業推進・計画に基づく取組の推進、進⾏管理

・住宅に困窮する若年⼦育て世帯等の期限付き入居制度の推進

・使⽤料の適正管理

事業推進

現状 事業内容・目標
令和３（2021）

令和４（2022）〜７（2025）年度
令和８（2026）

年度 年度以降

・修繕・維持管理の実
施

事業推進

「空家等対策計画」に基づ
き、空 家の 予防 や適 正管
理、利活⽤に関する周知啓
発や相談窓⼝の運営、まちづ
くりに資する空家活⽤等の取
組を支援します。

・計画改定に向けた検
討

・特定公共賃貸住宅の適正な管理・運営

「市営住宅等ストック総合活
⽤計画（市営住宅等⻑寿
命化計画）」に基づき、建替
え及び改善等の実施や 、地
域包括ケアシステムの構築に
資する市営住宅⽤地の活⽤
を進めます。

市営住宅等の計画的な維持
管理等の実施や効果的な入
居・管理体制の導入を進め、
住宅困窮世帯等への的確・
公平な市営住宅等の提供を
図るとともに、空き駐⾞場の
増加等への対策など、市営
住宅等の適切な運営・ 活⽤
を図ります。

・継続実施

・計画に基づく取組の推進、進⾏管理

・地域と連携した入居支援の取組の推進、関係機関との連携体制の構築

事務事業名

・提供公園や社会福祉施設⽤地の創出

・管理代⾏業務のモニ
タリングの実施

・管理代⾏業務の実施・モニタリング、検証等

・入居制度の⾒直しに向けた検討

・次期管理方式の検討

・市営住宅⽤地の活⽤に関する調整
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